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I 政務活動費の概要 

１ 制度の経緯 

地方分権の進展に伴い、地方議会の議員の調査活動基盤の充実と審議能力の強化が求められる

中、平成12年の地方自治法の一部改正により、「調査研究に資するため必要な経費の一部として

会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる」と定められ、平成13年4月1日から

施行された。 

本府においても、「大阪府政務調査費の交付に関する条例」を制定し、調査研究に資するため必

要な経費の一部として同年4月1日より政務調査費を交付している。 

平成19年5月には、政務調査費の透明性を向上させるとともに、使途の具体化を図ることを目

的に「大阪府政務調査費あり方協議会」を設置して協議を行い、「収支報告書への会計帳簿、領収

書の添付」、「議長の調査にあたって諮問機関の設置」等を盛り込んだ条例改正を行い、平成19

年10月1日から施行された。 

平成24年9月に行われた地方自治法の一部改正により、政務調査費については①名称を「政務

活動費」に、交付の名目を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改める、②政務

活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めなければならないこと、③議長は、その使途

の透明性の確保に努めるものとする、とされた。 

これを受けて、平成25年2月に条例改正を行い「大阪府政務活動費の交付に関する条例」とし

て平成25年3月1日より施行された。ただし、年度途中での制度変更による混乱を避けるため、

政務活動費としての支給は、施行日以降に交付決定されたものからとする経過措置を設けている。 

 平成２７年３月には、議長、会派、議員の責務を明確化するとともに、議長は調査の結果必要が

あると認めた場合、会派、議員に対し報告書等の是正を勧告、命令できること、また、使途の透明

性及び府民の信頼をさらに高めるため、収支報告書等について従来の閲覧方法に加えインターネッ

トを利用して公表する、との改正が行われた。 

令和２年１２月には、時期的な業務集中の改善を図るため、会計帳簿等の提出及び書類確認の回

数を年２回から年４回（四半期に１回）に変更し、また、押印義務の見直しの観点から様式の一部

の変更を行った。 

令和４年３月には、任期最終月における政務活動費の算定方法を日割により算出した金額により

交付する、との改正が行われ、同年４月から施行された。 

令和６年４月には、改正地方自治法の施行により、議員から議長への政務活動費に係る収入及び

支出の状況を電磁的記録によっても報告することができるようになったことを受け、「情報通信技

術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例」の制定や手引等の所要の改正を行った。 
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２  制度の目的 

(1) 政務活動費とは  

平成25年3月1日施行の地方自治法の一部改正により、名称が『政務調査費』から『政

務活動費』に変更され、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部と

して交付されるものです。 

 

地方自治法一部改正【H24.9.５公布、H25.3.1施行】 

第100条 

○第14項 

  地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を

交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付対象、額及び交付の方法

並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

○第15項 

  前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務

活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をもって議長に報告するものとする。 

○第16項 

  議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとす

る。  

 

(2) 政務活動の意義・内容  

 議員の職務、議会の役割（大阪府議会基本条例） 
 

○議員の職務 ⇒ 課題別、地域別等に住民意思を代表し、政策を形成すること  

○議会の役割 ⇒ 知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに 

政策の立案 

 政務活動費とは（条例第２条） 

 議員の職務、議会の役割を果たすために行われる以下の諸活動が政務活動です。 

会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への

参加等府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を

図るために必要な活動 
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３ 根拠法令 

・地方自治法（第１００条第１４項 ～ 第１６項）     93ページ参照 

・大阪府政務活動費の交付に関する条例      94ページ参照 

・大阪府政務活動費の交付に関する規程     99ページ参照 

・大阪府政務活動費検査等協議会設置要綱      102ページ参照 

・大阪府政務活動費の交付に係る収支報告書等の閲覧に関する要綱    104ページ参照 

４ 政務活動費執行にあたっての基本原則 

政務活動費は、議員の職責・職務を果たすため、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提

とし、府政に関する調査研究その他の活動に要した費用の実費に充当することを原則（実費弁償の

原則）とした上で、会派及び議員が使途等について説明責任を果たすために、次に掲げる三原則を

満たすものとする。 

 

 ★必要性・妥当性の原則 

・府政に関する課題や問題点に関する調査研究その他の活動であること 

・府政の監視機関である議会の役割に則した調査研究その他の活動であること 

・住民意思を代表し、実現させる政策形成に寄与する調査研究その他の活動であること 

  

★証拠主義の原則 

・政務活動を裏付ける客観的な証拠があること 

・政務活動の内容が説明できること 

・政務活動費の会計帳簿及び支出の証拠書類（領収書等）が必ず保管されていること 

 

★透明性の原則 

・収支報告書とともに、収入・支出が記載された会計帳簿等の写しを提出すること 

・会計帳簿には、「日付・金額・内容など」を一件ごとに記載すること 

・領収書等が入手できないときは支払明細書により明らかにすること 
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５ 会派及び議員の責務 
  ★会派及び議員の責務 

・政務活動費が議員の責務及び役割の遂行に必要な調査研究その他の活動に資するために交付 

されるものであることを踏まえ、その交付目的に沿って適正に使用しなければならない。 

・使途を明確にすることにより府民に対する説明責任を果たさなければならない。 

  ★会派の責務 

・政務活動費の適正な使用について、会派所属議員の指導監督に努めなければならない。 

 

６ 制度の概要 
 

交付対象 会派（所属議員が一人の場合を含む）及び議員 条例第３条 

交 付 額 

（月額） 

○会派：５９万円から会派が定める所属議員に対する額を減じた額 

×会派所属（月の初日所属）議員数 

○議員：５９万円を限度として会派が一律に定める額 

※会派に所属しない議員：４９万円 

・議員の任期満了や辞職等により職を離れたときは、当該月の現日

数を基準として日割りをもって計算した額を支給する。 

条例第４条 

 

条例第５条 

交付方法 毎月交付 条例第９条 

使途基準 

＜基本原則＞ 

☆「実費弁償」を基本とし、「必要性・妥当性の原則」、「証拠

主義の原則」、「透明性の原則」の３原則を遵守 

 

 

＜具体の使途基準＞ 

☆会派 ⇒ 条例別表第一  ☆議員 ⇒ 条例別表第二 

（調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議

費、資料作成費、資料購入費、事務所費(議員のみ)、事務費、

人件費） 

☆使途基準の考え方（9ページ） 

☆使途基準の運用指針（15ページ） 

☆政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費には充当できない 

 

条例第２条 

 

端 数 の 

取 扱 い 

・政務活動以外の内容が含まれる等により、実態に応じた按分等を

行った結果、１円未満の端数が生じた場合には、その端数金額を

切り捨てるものとする。 
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会派及び 

議員の責務 

・会派及び議員⇒政務活動費を交付目的に沿って適正に使用すると

ともに、その使途を明確にすることにより府民に対する説明責任

を果たさなければならない 

・会派⇒政務活動費の適正な使用について所属議員の指導監督に努

めなければならない 

条例第1条の

２ 

収支報告 

・支出項目別の金額及び主たる支出の内訳等を記載した収支報告書

を会計帳簿等の写しとともに議長に提出しなければならない 

＜会計帳簿等の写し＞ 

☆会計帳簿の写し 

☆領収書貼付用紙の写し（領収証が取得できない分は支払明細書の

写し） 

☆活動記録簿の写し       

☆事務所状況報告書の写し 

☆職員雇用状況報告書の写し（地方税法第３１７条の６の規定に基

づき提出した給与支払報告書の写しを添付） 

条例第10条 

 

規程第５条 

議長の調査 

・収支報告書等が提出されたときは、議長は必要な調査を行う 

・調査を行うときは、学識経験者又は当該学識経験者及び議員で構成

する合議体（政務活動費検査等協議会）の意見を聴く 

＜調査方法＞ 

・原則として以下の調査を行う 

四半期 持参 
確認 

（事務局） 
検査 

4月～6月分 7月中 8月～9月 

1２月 
7月～9月分 10月中 11月～12月 

10月～12月分 1月中 2月～3月 
6月 

1月～３月分 ４月中 ５月～６月 

・合議体は、議長の求めに応じ１２月（上半期分）と６月（年度分）

の年２回検査を行い、必要に応じて対面調査を行う 

条例第1３条 

 

 

規程第１２条 

 

 

 

議長の勧

告・命令 

・議長は、調査の結果必要があると認めるときは、会派、議員に対

し収支報告書の是正を勧告することができる 

・勧告を受けた会派、議員が正当な理由なく勧告に応じないとき

は、議長は、検査等協議会の意見を聴き、十分な弁明の機会を与

えたうえで、相当の期間を定めて是正を命じることができる 

・命令を行った場合は、命令の内容を公表する 

条例第13条

の２ 
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残余額の 

返還 

・会派・議員は、交付を受けた額に残余がある場合は、納入通知書の

発行から２０日以内に返還しなければならない 

※議員の任期満了や辞職等により職を離れたときは、当該月の現日

数を基準として日割りをもって計算した額となるため、交付額と

日割額との差額を別途、返還しなければならない。 

条例第1１条 

規程第9条 

収支報告書

等の閲覧 
何人も閲覧できる 

条例第1２条 

規程第1０条 

インターネ

ット公表 

収支報告書等は、府議会情報コーナーで閲覧に供するとともに、イ

ンターネットの利用により公表する 

条例第１２条 

規定第１１条 

証拠書類等

の保存 

会派政務活動費会計責任者及び議員は、会計帳簿等その他の収支報

告書の内容を証する書類を整理保管し、５年間保存しなければなら

ない 

規程第６条 

税法上の取

り扱い 

議員への交付は、所得税法上「雑所得」として取り扱われるが、収

支同額（残余があれば返還）のため、課税所得は生じない 
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次の項目について政務活動費を充当することができます。 

項 目 会  派 議  員 

調査研究費 

会派が行う府の事務、地方行財政等に

関する調査研究(視察を含む。)及び調査

委託に要する経費 

議員が行う府の事務、地方行財政等に

関する調査研究(視察を含む。)及び調査

委託に要する経費 

研 修 費 

１ 会派が行う研修会、講演会等の実

施(共同開催を含む。)に要する経費 

２ 団体等が開催する研修会(視察を含

む。)、講演会等への所属議員及び会

派の雇用する職員の参加に要する経

費 

１ 議員が行う研修会、講演会等の実

施(共同開催を含む。)に要する経費 

２ 団体等が開催する研修会(視察を含

む。)、講演会等への議員及び議員の

雇用する職員の参加に要する経費 

広聴広報費 
会派が行う府政に関する政策等の広聴

広報活動に要する経費 

議員が行う府政に関する政策等の広聴

広報活動に要する経費 

要請陳情等 

活 動 費 

会派が行う要請陳情活動、住民相談等

の活動に要する経費 

議員が行う要請陳情活動、住民相談等

の活動に要する経費 

会 議 費 

１ 会派が行う各種会議、住民相談会

等に要する経費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各

種会議への会派としての参加に要す

る経費 

１ 議員が行う各種会議、住民相談会

等に要する経費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各

種会議への議員の参加に要する経費 

資料作成費 
会派が行う活動に必要な資料を作成す

るために要する経費 

議員が行う活動に必要な資料を作成す

るために要する経費 

資料購入費 
会派が行う活動のために必要な図書、

資料等の購入、利用等に要する経費 

議員が行う活動のために必要な図書、

資料等の購入、利用等に要する経費 

事 務 所 費  
議員が行う活動のために必要な事務所

の設置及び管理に要する経費 

事 務 費 
会派が行う活動に係る事務の遂行に要

する経費 

議員が行う活動に係る事務の遂行に要

する経費 

人 件 費 
会派が行う活動を補助する職員を雇用

する経費 

議員が行う活動を補助する職員を雇用

する経費 
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II 使途基準 
 

１ 使途基準の考え方 

(1) 会派に交付する政務活動に要する経費 
 

項 

目 
内 容 主な例 考え方 

調

査

研

究

費 

会派が行う府の事

務、地方行財政等に

関する調査研究(視察

を含む。)及び調査委

託に要する経費 

資料印刷費、

委託費、文書

通信費、交通

費、宿泊費等 

・所属議員も含むこととし、議員が主体的に行う会派

の活動に対する支援を行うことも可能とする(他の経費

についても同じ)。 

・「地方行財政等」の「等」には国政に関する事項な

ども含む。 

・調査委託には、外部の研究機関等に対する委託と会

派構成議員に対する委託が含まれる。 

・文書通信費には、電子メール等紙媒体以外の通信も

含む(他の経費についても同じ)。 

・会派の雇用する職員は、会派(所属議員を含む。)が行

う政務活動の補助者として経費の対象に含まれる(他の

経費についても同じ)。 

研 

修 

費 

１ 会派が行う研修

会、講演会等の実施

(共同開催を含む。)

に要する経費 

２ 団体等が開催す

る研修会(視察を含

む。)、講演会等への

所属議員及び会派の

雇用する職員の参加

に要する経費 

 

 

 

１ 会場費・

機材借上費、

講師謝金、 

会費、文書通

信費、交通

費、宿泊費等 

２ 研修参加

費、文書通信

費、交通費、

宿泊費等 

・「(共同開催を含む。)」とは、会派と会派、会派と団

体(企業・学校)、会派と個人などが想定される。 

・会派が開催主体となる場合の会費には共催団体等へ

の分担金、年会費等を含む。 

・「研修会、講演会等」の「等」には、シンポジウ

ム、セミナー、講座などを含むものである。 
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項 

目 
内 容 主な例 考え方 

広 

聴 

広 

報 

費 

会派が行う府政に関

する政策等の広聴広

報活動に要する経費 

広報紙・報告

書等印刷費、

委託費、文書

通信費、交通

費等 

・「広聴」は、幅広く府民、地域住民等から意見を聴

取することをいう。 

・「府政に関する政策等」の「等」には、会派の政

策、国政の課題なども含む。 

・広報紙やホームページ等の作成を外部委託すること

も対象となる。 

・会場を借りて府政報告会や広聴を行う場合の会場費

や機材借上費も対象となる。 

要 

請 

陳 

情 

等 

活 

動 

費 

会派が行う要請陳情

活動、住民相談等の

活動に要する経費 

資料印刷費、

文書通信費、

交通費、宿泊

費等 

・「要請陳情活動」は、地域のための予算獲得や、府

政の課題解決のための中央省庁、国会議員に対する要

請陳情活動などがある。 

・「住民相談」は、会派の構成員として住民から個別

に相談を受けることを想定しており、予め日時場所等

を特定して開催する「住民相談会」(会議費)とは区別さ

れる。 

・「要請陳情活動、住民相談等」の「等」は、要請陳

情活動の前提となる住民との意見交換など住民の意思

を把握する活動を広く含むものである。 

会 

議 

費 

１ 会派が行う各種

会議、住民相談会等

に要する経費 

２ 団体等が開催す

る意見交換会等各種

会議への会派として

の参加に要する経費 

１ 会場費・

機材借上費、

講師謝金、 

資料印刷費、

文書通信費、

交通費等 

２ 会議参加

費、文書通信

費、交通費、

宿泊費等 

・会派が行う「各種会議」には、勉強会、政策立案の

ための会議の他、会派としての庶務的事項を協議決定

するための会議も含まれる。 

・「住民相談会」は会議として開かれるものであり、

個別の住民との「住民相談」(要請陳情等活動費)とは区

別される。 

・「各種会議、住民相談会等」及び「意見交換会等」

の「等」は、各種会合、式典などを含むものである。 

・「団体等」の「等」は、企業、学校、個人などを含

むものである。 

資

料

作

成

費 

会派が行う活動に必

要な資料を作成する

ために要する経費 

印刷・製本

代、委託費、 

原稿料等 

・資料作成を外部に委託することも対象となる。 

・資料は基本的には上記の調査研究活動等以外で必要

な資料(事務的打合せのための資料等)が対象となる。 
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項 

目 
内 容 主な例 考え方 

資 

料 

購 

入 

費 

会派が行う活動のた

めに必要な図書、資

料等の購入、利用等

に要する経費 

書籍購入代、

新聞雑誌購読

料、有料デー

タベース利用

料等 

・「図書、資料等」の「等」は、電子書籍や新聞の電

子版など電子データも含むものである。 

・「購入、利用等」の「等」は、会員制のオンライン

サービスから情報提供を受ける場合の会費(年会費・月

会費等)などを含むものである。 

事 

務 

費 

会派が行う活動に係

る事務の遂行に要す

る経費 

事務用品・備

品・消耗品購

入費、備品維

持費、文書通

信費等 

・政務活動に資する事務の遂行が対象となる。 

人 

件 

費 

会派が行う活動を補

助する職員を雇用す

る経費 

給料、手当、

社会保険料、

賃金等 

・政務活動に資するための人件費である。 
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(2) 議員に交付する政務活動に要する経費  

項

目 
内 容 主な例 考え方 

調

査

研

究

費 

議員が行う府の事

務、地方行財政等に

関する調査研究(視察

を含む。)及び調査委

託に要する経費 

資料印刷費、

委託費、文書

通信費、交通

費、宿泊費等 

・「地方行財政等」の「等」には国政に関する事

項なども含むものである。 

・調査委託には、外部の研究機関等に対する委託

と会派に対する委託が含まれる。 

・文書通信費には、電子メール等紙媒体以外の通

信も含む(他の経費についても同じ)。 

・議員の雇用する職員は、議員の補助者として経

費の対象に含まれる(他の経費についても同じ)。 

研

修

費 

１ 議員が行う研修

会、講演会等の実施

(共同開催を含む。)に

要する経費 

２ 団体等が開催する

研修会(視察を含

む。)、講演会等への

議員及び議員の雇用

する職員の参加に要

する経費 

１ 会場費・機

材借上費、講

師謝金、会

費、文書通信

費、交通費、

宿泊費等 

２ 研修参加

費、文書通信

費、交通費、

宿泊費等 

・「(共同開催を含む。)」とは、議員と会派、議

員と団体(企業・学校)、議員と個人などが想定さ

れる。 

・議員が開催主体となる場合の会費には共催団体

等への分担金、年会費等を含む。 

・「研修会、講演会等」の「等」には、シンポジ

ウム、セミナー、講座などを含むものである。 

広

聴

広

報

費 

議員が行う府政に関

する政策等の広聴広

報活動に要する経費 

広報紙・報告

書等印刷費、

委託費、文書

通信費、交通

費等 

・「広聴」は、幅広く府民、地域住民等から意見

を聴取することをいう。 

・「府政に関する政策等」の「等」には、議員の

政策、国政の課題なども含む。 

・広報紙やホームページ等の作成を外部委託する

ことも対象となる。 

・会場を借りて府政報告会や広聴を行う場合の会

場費や機材借上費も対象となる。 
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項

目 
内 容 主な例 考え方 

要

請

陳

情

等

活

動

費 

議員が行う要請陳情

活動、住民相談等の

活動に要する経費 

資料印刷費、

文書通信費、

交通費、宿泊

費等 

・「要請陳情活動」は、地域のための予算獲得

や、府政の課題解決のための中央省庁、国会議員

に対する要請陳情活動などがある。 

・「住民相談」は、住民から個別に相談を受ける

ことを想定しており、会議として開催する「住民

相談会」(会議費)とは区別される。 

・「要請陳情活動、住民相談等」の「等」は、要

請陳情活動の前提となる住民との意見交換など住

民の意思を把握する活動を広く含むものである。 

会

議

費 

１ 議員が行う各種会

議、住民相談会等に

要する経費 

２ 団体等が開催する

意見交換会等各種会

議への議員の参加に

要する経費 

１ 会場費・機

材借上費、講

師謝金、 資料

印刷費、文書

通信費、交通

費等 

２ 会議参加

費、文書通信

費、交通費、

宿泊費等 

・議員が行う「各種会議」には、勉強会、政策立

案のための会議の他、各種打合せのための会議も

含まれる。 

・「住民相談会」は会議として開かれるものであ

り、個別の住民との「住民相談」(要請陳情等活

動)とは区別される。 

・「各種会議、住民相談会等」及び「意見交換会

等」の「等」は、各種会合、式典などを含むもの

である。 

・「団体等」の「等」は、企業、学校、個人など

を含むものである。 

資

料

作

成

費 

議員が行う活動に必 

要な資料を作成する 

ために要する経費 

印刷・製本

代、委託費、 

原稿料等 

・資料作成を外部に委託することも対象となる。 

・資料は基本的には上記の調査研究活動等以外で

必要な資料(事務的打合せのための資料等)が対象

となる。 

資

料

購

入

費 

議員が行う活動のた

めに必要な図書、資

料等の購入、利用に

要する経費 

書籍購入代、

新聞雑誌購読

料、有料デー

タベース利用

料等 

・「図書、資料等」の「等」は、電子書籍や新聞

の電子版など電子データも含むものである。 

・「購入、利用等」の「等」は、会員制のオンラ

インサービスから情報提供を受ける場合の会費(年

会費・月会費等)などを含むものである。 
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項

目 
内 容 主な例 考え方 

事

務

所

費 

議員が行う活動のた 

めに必要な事務所の 

設置及び管理に要す 

る経費 

事務所の賃借

料、管理運営費

等 

・政務活動に資する事務所の設置及び管理が対象

となる。 

事

務

費 

議員が行う活動に係

る事務の遂行に要す

る経費 

事務用品・備

品・消耗品購入

費、備品維持

費、文書通信費

等 

・政務活動に資する事務の遂行が対象となる。 

人

件

費 

議員が行う活動を補

助する職員を雇用す

る経費 

給料、手当、社

会保険料、賃金

等 

・政務活動に資するための人件費である。 
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２ 使途基準の運用指針 

(1)  交通費・宿泊費等 

► 旅行に係る費用は、原則実費弁償とし、大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に 

関する条例を準用します。 

ただし、合理的な理由によりこれを超える場合は、活動記録簿にその理由を記載するこ

とが必要です。（活動記録簿が必要なものは、58ページ参照） 

原則として 

 ★ 鉄道賃、バス賃、ガソリン代、ＥＴＣ利用料については、会計帳簿・支払明細書・

利用明細書等により利用目的、利用区間を明らかにして下さい。 

★ 自動車を使用して政務活動を行った場合は、ガソリン代の算出が困難であることか

ら、政務活動に要した走行距離を実測し、キロ単価を乗じて得た額を交通費としま

す。政務活動に要した走行距離の実測は、議員が行い支払明細書により証明します。 

使用実態が明らかでない場合 

 ★ 自動車を使用して政務活動を行った場合の走行距離が、明らかではない場合には、

ガソリン代を原則として私用、後援会、政務活動の割合を1/2、1/4、1/4で按分し

ます。後援会活動をしていない場合は、私用部分と1/2で按分します。 

 ★ 鉄道カード類を利用し、その使用実態が明らかでない場合は、原則として私用、後

援会、政務活動の割合を1/2、1/4、1/4で按分します。後援会活動をしていない場

合は、私用部分と1/2で按分します。 

  【鉄道カード類を利用した場合は、当該カードを使用したことを証明する書類（カー

ドの裏面の記録等）の写しを添付してください。】 

► 本会議や委員会への出席などの議会活動は、政務活動費の支給対象である政務活動の範

囲には当らないので注意が必要です。 
 

(2) 委託費 

► 会派（議員）が行う調査研究等の政務調査活動業務を、団体又は個人に委託をするとき

は、委託業務の名称・調査委託等の目的・具体的な調査委託事項・契約期間・委託金額・

委託先及び成果物の納入等を記載した「業務委託契約書」（参考第１号様式 81ページ参

照）に準じ契約するものとします。 

成果物には委託業務報告のほか委託費の精算報告も記載されているものが適切です。 

なお、業務委託をおこなった場合は、「活動記録簿」（61ページ参照）の作成が必要

です。 
 

(3) 資料印刷費 

► 研修会、講演会、各種会議の開催にともなって、各種の資料の印刷等に要する経費に充

当することができます。ただし、政務活動以外の内容が含まれる会合の場合は、実態に

応じて按分が必要です。 
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(4) 文書通信費 

► 郵送料や固定電話料金は使用実態に応じた按分が必要です。 

► 携帯電話料金は、使用実態に応じて按分します。通話明細(携帯電話会社へ申し込みが

必要)で使用実態を明らかにできない場合は、原則として私用、後援会、政務活動の割合

を1/2、1/4、1/4で按分します。後援会活動をしていない場合は、私用部分と1/2で

按分します。 

(5) 会場費・機材借上費 

► 研修会、講演会、各種会議を開催する場合の会場借上費や音響・映像機材等の借上費に

充当することができます。ただし、政務活動以外の内容が含まれる会合の場合は、実態

に応じて按分が必要です。 

なお、「活動記録簿」（64ページ参照）の作成が必要です。 

(6) 講師謝金 

► 研修会、講演会、各種会議に講師を招聘した場合の講師謝金に充当することができま

す。ただし、講演等の内容に政務活動以外の内容が含まれる場合は、実態に応じて按分

が必要です。 

(7) 会費、研修・会議参加費 

► 団体等が開催する、研修会、意見交換会等各種会議へ参加する場合の会費、参加費に充

当することができます。ただし、飲食を伴う場合は、5,000円が充当できる限度額です。 

(8) 広報紙・報告書等印刷費 

► 広報紙や、報告書等に政務活動以外の内容が含まれる場合は、実態に応じて按分が必要

です。なお、政務活動に係る記載内容に関連のある顔写真や、同記載内容に府民の関心を

高めることを目的とする工夫の範囲内であると認められる記事や顔写真等については、議

員自身や会派の宣伝と捉えられるもの（過度に大きなものや必要枚数を超える顔写真、特

に目立つように表記された氏名等）とならないように留意が必要です。 

【参考 主な判例】 

 ・一面の３/５を議員のプロフィール等（議員の個人名を含む題字、議員の氏名及び顔 

  写真、議員の経歴、役職及び連絡先等が記載）が占めており、不可とされたもの 

 ・議員本人や著名人の顔写真や氏名を目立つ場所に大きく記載する等選挙ポスターと 

  変わらない仕様として、不可とされたもの 

 ・議員の活動を写した写真で市政に関する情報がわずかしか記載されていないとして 

  不可とされたもの 

 ・一面の概ね半分程度又はそれ以上の議員の写真等が不可とされたもの 
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► 政務活動に必要な名刺を作成した場合は、領収書貼付用紙に名刺の写しを貼付すること

により、活動記録簿の作成に代えることができます。 

(9) ホームページ作成費 

► ホームページに政務活動以外の内容が含まれる場合は、実態に応じて按分が必要です。 

(10) デジタル広報費 

► インターネット媒体を用いた府政報告等の配信に要する費用（広告費を含む）に充当す

ることができます。ただし、政務活動以外の内容が一部でも含まれる場合には充当でき

ません。（按分不可）。 

► 配信エリアに大阪府以外の区域が含まれる場合には、実態に応じて按分が必要です。 

► 配信内容の確認が可能な電磁的記録を５年間保存してください。 

(11) 書籍・新聞雑誌購入費 

► 書籍・雑誌を購入した場合は、会計帳簿、領収書の余白に書籍名・雑誌名を記載してく

ださい。 

► 新聞は原則1紙につき1部とします。切り抜き、保存用を含めて3部を限度としま

す。 

(12) 有料データベース利用料 

► 有料のデータベースサービス等を利用した場合は、会計帳簿、領収書の余白に利用した

サービスの名称を記載してください。 

(13) 事務所費（賃料・管理運営費） 
► 事務所の要件 

事務所にかかる経費は、次のような事務所としての要件を備えており、実際にそこが

政務活動に使用されている場合に政務活動費を充当できます。なお、事務所の購入費

（不動産の購入費、建築工事費など）に政務活動費を充当することはできません。 

 ・事務所としての外形上の形態を有していること。 

 ・事務所としての機能（事務スペース、応接スペース、事務用備品等）を有して

いること。 

 ・賃貸の場合は、議員が契約者となっていること。 

 ☆なお、事務所概要を様式第１１号（70ページ参照）により報告して下さい。 

► 自己所有物件及び生計を一にしている親族（6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の

姻族）の所有物件の賃料ないし使用料、分担金の支払に政務活動費を充当することはで

きません。 
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► 議員若しくは生計を一にしている親族が法人の代表者・役員等の地位にあり、その法人

から事務所を賃借し、賃借料を支払う場合には、当該法人に独立した法人格を認めること

に疑義がある（自己若しくは生計を一にしている親族への支払いと同視すべきである）

【※】と判断される時は、政務活動費を充当することはできません。 

  ※「当該法人に独立した法人格を認めることに疑義がある」とは、法人と個人（代表者等）の間

の財産の混同、明確な会計区分の欠如など法人が実質的に個人と同一視される場合などです。 

► 按分の考え方（賃借料、光熱水費、維持管理費） 

＜原則＞ 

 ・政務活動の使用実態に応じて按分する。 

 ・光熱水費は、別メーターで実績又は使用実態に応じて按分する。 

 ・維持管理費など日常維持運営に必要な経費は、面積区分などで実態按分する。 

（面積で按分する場合） 

 

 

 

（時間で按分する場合） 

 

 

 

＜使用実態で按分することができない場合の充当限度割合＞ 

所有形態 使用形態 賃借料 光熱水費 維持管理費 

第三者所有 

政務活動＋後援会活動 １／２ １／２ １／２ 

政務活動＋後援会活動 

＋政党活動 
１／３ １／３ １／３ 

自己所有・

生計を一に

する親族所

有 

政務活動＋後援会活動 － １／２ １／２ 

政務活動＋後援会活動 

＋政党活動 
－ １／３ １／３ 

自宅兼用 

政務活動＋後援会活動 － １／４ １／４ 

政務活動＋後援会活動 

＋政党活動 
－ １／６ １／６ 

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもあ

りません。常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」もの

として取り扱われます。 

なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでい

ると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。            

〔国税庁 所得税基本通達２－４７抜粋〕 

政務活動の使用面積（Ａ） 

按分割合（％）＝ 

政務活動の使用面積（Ａ）＋ その他の活動の使用面積（B） 

政務活動の使用時間（Ａ） 

按分割合（％）＝ 

政務活動の使用時間（Ａ）＋ その他の活動の使用時間（B） 
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(14) 備品・事務機器購入費 

► 資産形成につながる可能性の高い高額な備品（取得価格が原則10万円以上）の購入代

金は、政務活動費を充当することはできません。ただし、直接政務活動に必要と認めら

れる備品（パソコン、プリンター、コピー機（プリンター・コピー機機能以外の政務活

動に必要となる機能（通信・通話機能等）を併せ持つ機器を含む）等）については、各

年度、上限30万円までは充当することができますが、次のとおり取り扱うこととしま

す。 

  

 （ア）所得税法上の耐用年数を議員残任期で月数按分し、かつ政務活動での使用頻度に

より按分してください。 

 （イ）翌期に引き続き議員となった場合は、（ア）と同様に任期内で月数按分し、政務

活動での使用頻度により按分してください。 

（ウ）政務活動費への計上月数未満で議員を辞する場合又は、当該備品を処分する場合

は、政務活動費計上額のうち、残月数相当額の返還が必要です。ただし、購入月、辞

職月又は処分月は使用していたものとみなします。 

 （エ）取得価格が10万円以上の備品の場合には、備品台帳（取得日、品目、取得価

格、設置場所、法定耐用年数を記載）を作成し、取得日から５年間（耐用年数が5年

を超える備品については、当該耐用年数が経過した日の翌日から起算して１年を経過

する日まで）の保存が必要です。 

 

(15) 備品維持費 

► 備品の維持修繕費などが想定されます。 

► 政務活動以外にも使用される場合は、実態に応じて按分が必要です。 

 

(16) 備品処分費 
► 政務活動に直接必要な備品等（パソコン、印刷機等）の処分費用については、政務活動

との間に合理的関連が認められる場合に限り、政務活動費を充当することができます。 

► 当該備品を政務活動以外にも併用していた場合には、使用頻度により按分してくださ

い。 

 

(17) 消耗品費 

► 政務活動との関連性および有用性により判断してください。 

► 政務活動以外にも使用される場合は、実態に応じて按分が必要です。 
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(18) 自動車のリース料 

► 自動車のリースにかかる経費は、政務活動に必要な場合で資産の取得にあたらない場合

に政務活動費を充当することができます。 

 

 ＜経費計上の考え方＞ 

・ リース期間の終了後または途中で、当該リース車両の所有権が、有償、無償にかかわら

ず、議員側に移転することとされている場合は、政務活動費の計上はできない。 

・ 自動車リースを業とする者との契約であること。 

・ 任意保険料は自己負担とする。 

・ 政務活動費の計上額は、自動車の使用実態に応じて年間リース料を按分する。ただし、

政務活動費に計上できる按分比率は、原則１／２を限度とする。 

・ 政務活動費の計上額は、複数台であっても、年間８０万円を限度とする。 

 

(19) 人件費 

► 政務活動の補助業務のために雇用した職員の給料、手当、社会保険料、アルバイト賃金

等に政務活動費を充当することができます。ただし、生計を一にしている親族を雇用する

場合、その給与等に対して政務活動費を充当することはできません。 

その経費に政務活動費を充当する場合は、雇用実態が客観的に確認できる証拠書類（雇

用契約書、協定書（覚書）、勤務実績、毎月の支払い等）を適切に整理し、職員雇用状況

を様式第１２号（地方税法第３１７条の６の規定に基づき提出した給与支払報告書の写し

を添付）により、報告して下さい。（72・74ページ参照） 

ただし、その者が後援会活動など他の業務にも携わっている場合には、政務活動に従事

した業務実態の割合（平均時間、日数等）や協定書（覚書）等に基づき経費を按分する必

要があります。 

 

 

 

 

（人件費支出の留意事項） 

人件費の支出に際しては、下表の項目に留意が必要です。 

個別のケースに応じて手続き等が異なりますので、必要に応じて関係機関へ問合せの

上、適切な手続きを行って下さい。 

なお、これらは、政務活動費を充当しているか否かにかかわりなく雇用主として発生す

る義務等ですので、充分ご留意下さい。 

 

 

 

 

                政務活動業務（時間、日数）（Ａ） 
按分割合（％）＝ 
          政務活動業務（時間、日数）（Ａ）＋ その他の業務（時間、日数）
（Ｂ） 
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項 目 概    要 問合せ先 

所得税 

(源泉徴収) 

給与等の支払をする者は、その支払に係る金額につき、所得

税の源泉徴収を行う義務があり、源泉徴収した所得税は、国

に納めなければなりません。 

管轄税務署 

住民税 

(給与支払

報告書) 

源泉徴収義務者は、1月31日までに給与等を受けている者

の居住地の市町村に給与支払報告書を提出しなければなりま

せん。これにより市町村で住民税を計算します。 

職員等の 

居住地の 

市町村 

労働基準 

労働時間は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間

以内です。6時間を超える場合は45分以上、8時間を超え

る場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。少な

くとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日

を与えなければなりません。 

管轄労働基

準監督署 

最低賃金 

最低賃金法に基づき地域別の賃金の最低限度額が定められて

おり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払

わなければなりません。 

管轄労働基

準監督署 

健康保険 
労働者が病気やけがをしたときなどに必要な保険給付を行う

制度です。 

管轄年金事

務所 

厚生年金 

保険 

労働者が老齢、障害、死亡の場合に国民年金に上乗せして、

給付を行う制度です。 

管轄年金事

務所 

雇用保険 
労働者が失業した場合等に失業給付金等が支給される制度で

す。原則として、強制加入です。 

管轄ハロー

ワーク 

労災保険 
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、必

要な保険給付を行う制度です。強制加入です。 

管轄労働基

準監督署 

 

他に「給与支払事務所等の開設届出書」を管轄税務署に提出する必要があります。 

 



Ⅲ 政務活動費の充当が不適切な例 

- 22 - 

III 政務活動費の充当が不適当な例 
 

１ 公職選挙法、その他法令等の制限に抵触する事項 
例)「公職選挙法」（第１９９条の２）〕（106ページ参照） 

寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、講演会等の集会

における食事の提供） 
 

２ 政党活動への支出 
例)・党大会への出席 

・政党活動、府連（政党等）活動 

・政党構成員として招待された式典、会合への出席 

・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費 

・政党組織の事務所の設置維持経費（人件費を含む） 

・党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加旅費等 

・政党の役員経費（専従役員に対する給与、各種手当等）等政党の経費 
 

３ 選挙活動への支出 
例)・衆・参議院議員選挙、府議会議員、知事、市町村長・議員選挙などに当たって

の各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成 

・上記以外の選挙関係に係る経費、選挙活動費（公認推薦料、陣中見舞い等） 
 

４ 後援会活動への支出 
例)・後援会活動のための経費 

・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費 

・後援会主催の報告会等の開催経費 

・後援会が主催し、主として会員を対象とする府政報告会の経費 
 

５ 私的経費への支出 
例)・団体役員や経営者としての資格など個人としての社会的地位により招待された 

式典、会合への出席 

・慶弔餞別費等（病気見舞い、香典、祝金、餞別、寸志、中元、歳暮等の費用、 

慶弔電報、年賀状等時候の挨拶状の購入または印刷等の経費） 

・冠婚葬祭の出席（葬儀、祝賀会、結婚式、祭祀・祭礼等） 

・宗教活動（檀家総代会、報恩講、宮参り等） 

・私的用務による観光、レクリエーション、旅行 

・親睦会、レクリエーション等のための経費 

・議員個人の私的目的のために使用する経費（趣味、個人としての研鑽のための

資格獲得等プライベートな活動） 
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６ 科目別 
 

＜会議費＞ 

・飲食・会食を主目的とする各種会合 

・バー、クラブ、居酒屋など会合を行うのに適切な場所とは言えない場所での飲食費 

 等 

・議員が他の団体（農協、ライオンズクラブ、ＰＴＡ、趣味の会等）の役職を兼ねて

いる場合、役職者の資格としての当該団体の理事会、役員会や総会の出席 

・会派及び議員が行う会議に伴う昼食、夕食（夜食）代 

 

＜会費＞ 

・団体の活動が政務活動に寄与しない場合、その団体に対して納める年会費、月会費

の支出 

・個人の立場で加入している団体などに対する会費等 

（例） 

町内会費、公民館費、壮年会費、ＰＴＡ会費、婦人会費、スポーツクラブ会費、

商工会費、同窓会費、老人クラブ会費、ライオンズクラブ、ロータリークラブ等

の会費等 

・政党（府連）本来の活動にともなう党大会、党費、党大会賛助金等 

・議会内の親睦団体（議員野球部、ゴルフ部等）の会費 

・他の議員の後援会や政治資金パーティーに出席する会費 

・宗教団体の会費 

・冠婚葬祭の経費（結婚式の祝儀・会費、香典、祭祀・祭礼の経費等） 

・飲食・会食を主目的とする各種会合の会費 

 

＜事務所費＞ 

・事務所購入費、建築費 

・事務所に掲示する絵画等の美術品・装飾品 

・政務活動を行う事務所としての使用目的から判断して必要と認められない備品等の 

設置 

 

＜自動車購入費等＞ 

・自動車購入費・維持管理費（車検代、保険料（任意）、自動車税、修理代、消耗品） 

 

＜人件費＞ 

・生計を一にする親族を雇用する経費 
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IV 事務手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

会派の届出：代表者、経理責任者、議員に対する月額決定 

振込口座届出 

交付決定：知事 ⇒ 会派、議員 

交付：毎月10日（※原則として10日が休日の場合は前日） 

   

  ※改選直後の5月交付分については、手続日程等を考慮し交付日調整 

4月～6月分の会計帳簿等の写しの持参、確認 

持参：7月中 

確認：８月～９月（事務局による確認） 

収支報告書（年度分）の提出 

収支報告書、会計帳簿等の写しの提出（１月～３月分含む） 

提出時期：交付年度の翌年度4月30日まで 

会派消滅、議員離職翌日から30日以内 

７月～９月分の会計帳簿等の写しの持参、確認 

持参：10月中 

確認：11月～12月（事務局による確認） 

検査：12月（4月～９月分：検査等協議会による検査） 

10月～12月分の会計帳簿等の写しの持参、確認 

持参：１月中 

確認：２月～３月（事務局による確認） 
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調査の結果、議長が必要と認めた場合収支報告書の是正を勧告。 

勧告に従わない場合は検査等協議会の意見を聴き、十分な弁明の機会を与え

たうえで、期間を定めて是正を命令し、内容を公表。 

残余額がある場合は残余額を返還 

検査終了後、議長から収支報告書の写しの送付を受けた知事が6月下旬ご

ろに納入通知書を発行。 

納入通知書の発行から20日以内に返還。 

※議員の任期満了や辞職等により職を離れたときは、当該月の現日数を基準

として日割りをもって計算した額となるため、交付額と日割りの額の差を

別途、返還しなければならない。 

会派、議員は会計帳簿等の原本を保管しなければならない。 

保存期間：収支報告書提出期限の翌日から5年間 

収支報告書、会計帳簿等の写しの確認・検査 
確認：提出～６月上旬（事務局による確認） 
検査：６月中旬（検査等協議会による検査） 
検査結果を議長に報告 

収支報告書等の閲覧 

収支報告書の提出期限の翌日から起算して61日目から、5年間閲覧に

供される。 

府議会情報コーナーで常時閲覧、複写可 

インターネットでの公表 

収支報告書等は府議会情報コーナーでの閲覧の翌日から30日以内に、府議会

ホームページにおいて公表する。 
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V 収支報告 

１  収支報告書及び会計帳簿等の写し  

(1) 提出義務   

 会派の代表者及び議員は、政務活動費について、使途の透明性を図り、住民に説明

する責任を果たすため、収支報告書を、会計帳簿その他議長が規程で定める書類及び

領収書の写しとともに、議長に提出しなければなりません。（条例第１０条） 

(2) 提出等の時期（期限）  

 各四半期分 

４月～６月分は７月末日までに、7月～9月分は10月末日までに、10月～12

月分は１月末日までに事務局に持参して下さい。 

 年度分 

４月～３月分について、交付を受けた年度の翌年度の４月３０日（休日の場合は以

降の最初の平日）までに提出して下さい。 

※提出された書類は、事務局で個人情報等をマスキングのうえ閲覧に供されます。 

 会派が消滅した場合 

会派が消滅した月までの分を消滅した日の翌日から起算して３０日以内（休日の場

合は以降の最初の平日）に提出して下さい。 

※提出された書類は、事務局で個人情報等をマスキングのうえ閲覧に供されます。 

 議員が任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散により議員でなく 

    なった場合 

議員でなくなった日の翌日から起算して３０日以内（休日の場合は以降の最初の平

日）に提出して下さい。 

※提出された書類は、事務局で個人情報等をマスキングのうえ閲覧に供されます。 

(3) 提出書類  

★収支報告書 

★会派の収支報告書：規程様式第６号、第６号別紙（記載例 46・48ページ） 

★議員の収支報告書：規程様式第７号、第７号別紙（記載例 50・52ページ） 
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★会計帳簿等の写し 

★会計帳簿（写し）：規程様式第８号（記載例 54・55ページ） 

※用紙サイズは、Ａ３版ですが、提出の際は、Ａ４版に縮小（コピー）して提出

して下さい。 

★支払明細書（写し）（領収書が取得できない場合）：規程様式第９号（記載例 57       

ページ） 

★活動記録簿（写し）：規程様式第１０号（記載例 59～69ページ） 

★事務所状況報告書（写し）：規程様式第１１号（記載例 71ページ） 

★職員雇用状況報告書（写し）：規程様式第１２号（記載例 73ページ） 

 （地方税法第３１７条の６の規定に基づき提出すべき給与支払報告書（写し）を

添付）：（記載例 75ページ） 

 ★領収書（写し）：規程様式第１３号（記載例 77ページ） 

 ※原本は、５年間保存する義務があります。 

 ※金額や但し書き等が手書きの領収書で、領収書の金額が１０万円以上の支出の

場合は、金額の正当性や内容が明確に立証できるよう、支出内容や金額が記載

されている請求書や納品書等についても、５年間保管して下さい。 

(4) 提出書類のマスキング  
  

提出書類に個人情報等が記載されている場合は、府議会情報公開条例（105ペー

ジ参照）の規定により、閲覧に供する前に事務局でマスキングを行います。 

会派・議員はマスキングしないで提出して下さい。 

 

 ●マスキングされるもの 

個人に関する情報であって、「特定の個人が識別され得るもののうち、一般

に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」（府議会

情報公開条例第９条１号） 

●マスキングすることができるもの 

   ・「会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派又

は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」（府議会情報公開条

例第８条５号）は、議長に申し出て認められた場合にマスキングすることが

できます。 

・なお、同条例の運用指針ではこの規定の安易な運用は留意すべきであるとさ

れています。 

●利用明細書等で充当対象外（私用等）の箇所には、あらかじめマスキングしてお

いてください。 
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(5) 電磁的記録による報告 
►  令和６年４月以降、次の書類については大阪府議会議長が指定する電子情報処理

組織を用いて、電磁的記録により報告することも可能です。 

★収支報告書（86ページ）：規程様式第６・７号 

★会計帳簿（88ページ）：規程様式第８号 

★支払明細書（89ページ）：規程様式第９号 

★領収書貼付用紙（90ページ）：規程様式第１３号 

※このほか、活動記録簿、事務所状況報告書、職員雇用状況報告書等についても電

磁的記録によることが可能です。 

 

２ 残余額等の返還 

(1) 返還義務 
 

►  会派又は議員は、交付を受けた政務活動費の総額から支出の総額を控除して残余

がある場合は、残余の額について返還しなければなりません。（条例第１１条第１

項） 

►  また、収支報告書を訂正した場合、その結果、新たな残余額が生じた場合も返還

が必要となります。 

►  交付手続をすでに終えた後、議員の辞職等により政務活動費の額に変更が生じた

場合には、日割りにより控除した額について返還しなければなりません。（条例第 

１１条第２項） 

(2) 返還時期・方法 
 

►  毎年度の収支報告（４月３０日提出期限）の場合は、６月下旬に事務局からお渡

ししする納入通知書により、発行から20日以内に金融機関から返還していただく

ことになります。（※納期までに納付されなかった場合は、延滞金が発生しま

す。） 

►  議員の辞職等により交付額が日割りをもって計算した額となった場合や収支報告

書の訂正による返還の場合は、変更後に事務局からお渡しする納入通知書により、

発行から２０日以内に金融機関から返還していただくことになります。 

 ※端数の扱いについては、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に

より、１円未満の端数を切り捨てます。 
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３ 訂正 
  議長に提出した収支報告書及び会計帳簿等の写しを訂正する場合は、次の方法により

ます。なお、会派及び議員が保管する書類も同様に訂正して下さい。 

(1) 訂正届 
 

 

(2) 収支報告書の訂正 
 
ａ．訂正前の内容も分かるように見え消しにする必要があります。（記載例 80ペー

ジ） 

ｂ．訂正の箇所を線で消し、訂正後の数字又は内容を記載して下さい。 

ｃ．余白に訂正年月日及び訂正者の氏名を記載して下さい。 

 

★訂正した全ての箇所に訂正者の押印をして下さい。 

 

 ※２回以上の訂正を行う場合は、※、(Ａ)、(B)など、訂正箇所と訂正時期が分かる

ようにそれぞれの訂正箇所及び訂正年月日の前に記号を付けて下さい。 

(3) 会計帳簿等の写しの訂正 
 

ａ．訂正前の内容も分かるように見え消しにする必要があります。 

ｂ．訂正の箇所を線で消し、訂正後の数字又は内容を記載して下さい。 

ｃ．余白に訂正年月日及び訂正者の氏名を記載して下さい。 

 

★訂正した箇所のうち、原因となる該当箇所に訂正者の押印をしてください。 

その他の関連部分（集計部分等）の押印は省略できます。 

 

※２回以上の訂正を行う場合は、※、(Ａ)、(B)など、訂正箇所と訂正時期が分かる

ようにそれぞれの訂正箇所及び訂正年月日の前に記号を付けて下さい。 

 

 

訂正届（規程様式第１５号：記載例 79ページ）を提出して下さい。 
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VI 会計帳簿等の原本その他の書類の整理・保管 

１ 整理・保管義務 
 

会派の政務活動費経理責任者及び議員は、条例第１０条に規定する会計帳簿等その

他の収支報告書の内容を証する書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の

収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなけれ

ばなりません。（規程第6条） 

※例：収支報告書提出期限が４月３０日の場合 

翌日（５月１日）から５年を経過する４月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

２ 整理・保管する証拠書類 
会派の経理責任者及び議員において整理保管しておく証拠書類は、以下のとおりで

す。なお、証拠書類は、議長へ提出が必要なものと、会派及び議員において適正に整理

保管しておくものとがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会派及び議員が整理保管する証拠書類 

〔５年間保存〕 

収支報告書と共に議長に提出する書類 

〔議長が５年間保存・閲覧〕 

〔原本の保管〕 

会計帳簿 

領収書 

通帳 

支払明細書 

活動記録簿 

事務所状況報告書 

職員雇用状況報告書 

給与支払報告書（写し） 

 賃貸借契約書 

 雇用契約書 

 委託契約書 

 視察報告書 

その他、支出の根拠となる書類及び

活動の実態が判る書類など 

※金額や但し書き等が手書きの領収

書で、金額が10万円以上の支出

の場合は、支出の内容や金額が記

載されている請求書や納品書等を

保管 

（写しの提出） 

会計帳簿 

領収書（領収書貼付用紙） 

支払明細書 

活動記録簿 

事務所状況報告書 

職員雇用状況報告書 

 給与支払報告書 

 

 

収支報告書の提出期限

〔４月３０日〕 保存期限 

５月１日 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 
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提出の必要がない証拠書類であっても、使途の透明性を図り、説明責任を果たすた

め、整理保管する必要があると思われる書類については、下記のものがあります。 

 

   委託契約書（81ページに参考様式掲載） 

   雇用契約書（84ページに参考様式掲載） 

   賃貸借契約書 

   視察報告書 

通帳、その他、支払の根拠となる書類及び活動の実態が判る書類など 
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VII  検査・閲覧 
 

１  検査等 

(1) 議長の調査  
  根   拠 ：条例第１３条（議長の調査）及び規程第１２条（議長の調査） 

  調査対象者 ：政務活動費の交付を受けた会派及び議員 

  調査対象資料：収支報告書及び会計帳簿等の写し 

(2) 検査等の実施方法  
 

議長が行う調査は、政務活動費検査等協議会による検査及び事務局職員に

よる確認の方法により実施します。 

 議会事務局職員による書類確認 
►  確認作業の対象は全会派及び全議員から提出された全ての書類とし、原則として

書面上の確認を行います。 

  （確認の視点） 

・提出すべき書類がもれなく提出されているかを確認します。 

・提出書類の記載内容について、計算誤りや記載ミスなどがないかを確認します。 

・按分比率の誤りがないかを確認します。 

 「政務活動費検査等協議会」による検査 
►  会派及び議員のうちから一部を抽出し、検査を実施します。 

►  提出書類の検査とともに、必要に応じて学識経験者委員が対面調査を実施しま

す。 

   （検査の視点） 

・収支報告書及び会計帳簿等の写しの検査にあたっては、条例第２条の経費の範囲

に従い使用されているか否かを中心に検査します。 

(3) 議長の是正勧告、命令  

① 是正勧告 議長は調査（事務局の書類確認、検査等協議会の検査）の結果、

必要があると認めるときは、会派又は議員に対して収支報告書の内容を是正すべ

きことを勧告できます。 

② 是正命令 勧告を受けた会派又は議員が正当な理由なくこれに応じないとき

は、議長は 

・あらかじめ「政務活動費検査等協議会」の意見を聴き 
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・十分な弁明の機会を与え 

会派又は議員に対して期間を定めて是正を命じることができます。 

③ 公表 是正を命令した場合は、その内容を公表します。 

(4) 相談体制 
政務活動費の適正な運用を期するため、各会派及び議員からの随時の相談に応じる

ための体制を整えています。 

► 相談体制（方法） 

・会派及び議員が使途基準等について相談を行う場合は、事務局に申し出て下

さい。 

・事務局は、その内容について、専門的な知見が必要と判断した場合は、学識経験

者委員に助言及び意見を求め、その結果を相談のあった会派及び議員へ報告しま

す。 

・学識経験者委員は、会派、議員からの相談や検査の実施状況について、適宜、

協議会に報告を行い、使途基準の事例等必要な内容は、会派及び議員へ報告され

ます。 

 

２ 閲覧・インターネット公表 

(1) 対象 
  

提出された次の書類の写しが閲覧に供されます。（個人情報等は事務局でマスキングし

ます） 

①収支報告書 

②会計帳簿 

③支払明細書 

④活動記録簿 

⑤事務所状況報告書 

⑥職員雇用状況報告書 

⑦給与支払報告書 

⑧領収証貼付用紙 

⑨その他提出書類（通帳、活動記録簿への添付書類） 

 

 

 



Ⅷ 様式及び記載例 

- 34 - 

(2) 期間  
 

閲覧・インターネット公表は、次の期間行います。(条例第1２条、規程第1０

条、規程第１１条) 

☆開始日 

・閲覧：当該収支報告書等の提出期限(翌年度の４月30日)の翌日から60日 

    を経過した日の翌日から  

・インターネット公表：閲覧開始日の翌日から３０日以内の日 

☆終了日：当該収支報告書等の提出期限(翌年度の４月30日)の翌日から５年 

を経過する日まで 

(3) 閲覧場所等  
 

☆場所：府議会情報コーナー 

☆日時：月～金曜日（祝祭日を除く）、9:00～18:00 

(4) 方法  

 閲覧 
 

・だれでも閲覧できます。議会事務局へ申し出いただきます。 

 複写 
 

・複写申出書に所定の事項（氏名、住所、連絡先、複写を希望する文書名等）を記載

し、議長へ提出していただきます。 

・１枚（ページ）につき、10円(A４版の場合)の費用が必要です。（大阪府議会情報

公開条例施行規程第13条第４項） 

 インターネット公表 
 

・府議会ホームページにおいて公表します。 
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VIII 様式及び記載例 
 

  



Ⅷ 様式及び記載例 

- 36 - 

様式目次 

▶（様式第１号）政務活動費交付辞退届      37 

▶（様式第２号）会派結成届       39 

▶（様式第３号）会派異動届       41 

▶（様式第４号）会派解散届       43 

▶（様式第６号）収支報告書の提出（会派分）     45 

▶（様式第６号の別紙）収支報告書（会派分）     47 

▶（様式第７号）収支報告書の提出（議員分）     49 

▶（様式第７号の別紙）収支報告書（議員分）     51 

▶（様式第８号）会計帳簿       53 

▶（様式第９号）支払明細書       56 

▶（様式第１０号）活動記録簿       58 

▶（様式第１１号）事務所状況報告書      70 

▶（様式第１２号）職員雇用状況報告書      72 

▶  地方税法第３１７条の６の規定に基づき提出すべき給与支払報告書  74 

▶（様式第１３号）領収書貼付用紙      76 

▶（様式第１５号）訂正届       78 

▶（参考第１号様式）政務調査業務委託契約書     81 

▶（参考第２号様式）雇用契約書      84 

【電磁的記録による提出の場合】 

▶（様式第６・７号、様式第６・７号別紙）収支報告書（会派・議員分）  86 

▶（様式第８号）会計帳簿       88 

▶（様式第９号）支払明細書       89 

▶（様式第１３号）領収書貼付用紙      90 
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様式第１号（第２条関係） 

 
年    月    日 

 

 大阪府議会議長 

 

         様 

                               

                    氏名            

          

 

政務活動費交付辞退届 

 

 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第５条第４項の規 
 
定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

   １ 辞退する議員氏名 

 

       

 

 

   ２ 辞退する政務活動費 

           年  月分〜   年  月分 

   
 

 



Ⅷ 様式及び記載例 

- 38 - 

様式第１号（第２条関係） 

 
 

   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 
 
 
 大阪府議会議長 

 
 
  ○○ ○○  様 
 
                               
                    氏名 ○ ○  ○ ○   
 
          
 

政務活動費交付辞退届 

 
 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第５条第４項の規 

定により、下記のとおり届け出ます。 

 
 
 

記 

 
 
 
   １ 辞退する議員氏名 

 
      ○ ○  ○ ○ 
 
 
 
   ２ 辞退する政務活動費 

       ○○年○○月分〜 ○○年○○月分 
   
 

 
 
 
 
 
 

（注）この記載例は、一例です。 

＜記載例＞ 
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様式第２号（第３条関係） 

 
年   月    日 

 

 大阪府議会議長 

        様 

 

                  会派名   

               代表者氏名           

 

          

会 派 結 成 届 

 

 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第６条第１項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 会派の名称 

 

 

２ 代表者の氏名 

 

 

３ 政務活動費経理責任者の氏名 

 

４ 政務活動費の月額（所属議員１人当り） 

会  派              円 

所属議員              円 

５ 所属議員数 

 

６ 所属議員氏名  別紙名簿のとおり 
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様式第２号（第３条関係） 

 
   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 
 大阪府議会議長 

  ○○ ○○ 様 
 
                  会派名  ○○○大阪府議会議員団 

               代表者氏名  ○○ ○○    
 
          

会 派 結 成 届 

 
 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第６条第１項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 
 

記 

 
   １ 会派の名称 

 
        ○○○大阪府議会議員団 

 
   ２ 代表者の氏名 

 
        ○○ ○○ 

 
   ３ 政務活動費経理責任者の氏名 

 
○○ ○○ 

 
４ 政務活動費の月額（所属議員１人当り） 

会  派       ○ ○ ，○ ○ ○ 円 

所属議員    ○ ○ ○ ，○ ○ ○ 円 

５ 所属議員数    ○○ 人 

 

６ 所属議員氏名  別紙名簿のとおり 

 

 （注）この記載例は、一例です。 

＜記載例＞ 
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様式第３号（第３条関係） 

 

 

 

年    月    日 

 

 大阪府議会議長 

          様 

 

                  会派名   

               代表者氏名           

  

 

会 派 異 動 届 

 

   

大阪府政務活動費の交付に関する条例第６条第２項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

  １ 異動年月日 

 

  ２ 異 動 内 容 

区  分 新 旧 

 

会 派 の 名 称 

 

  

代表者の氏名   

政 務 活 動 費 

経理責任者の 

氏 名  

  

政務活動費の 

月額(所属議員

１ 人 当 り ） 

会  派           円 会  派           円 

所属議員         円 所属議員           円 

所 属 議 員 数   

異動のあった 

所属議員氏名 

(新たに所属した議 

員氏名) 

   

(所属議員でなく 

なった議員氏名) 
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様式第３号（第３条関係） 

（注）この記載例は、一例です。 

 

   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

 大阪府議会議長 

    ○○ ○○ 様 
 
                  会派名  ○○○大阪府議会議員団 

               代表者氏名  ○○ ○○    
  

会 派 異 動 届 

 

  大阪府政務活動費の交付に関する条例第６条第２項の規定により、下記のとおり届け

出ます。 

記 

  １ 異動年月日   ○○年○○月○○日 

 

  ２ 異 動 内 容 

区  分 新 旧 

 

会 派 の 名 称 

 

  

代表者の氏名   

政 務 活 動 費 

経理責任者の 

氏 名  

  

政務活動費の 

月額(所属議員

１ 人 当 り ） 

会  派           円 会  派           円 

所属議員         円 所属議員           円 

所 属 議 員 数 ３０ 人 ２９ 人 

異動のあった 

所属議員氏名 

(新たに所属した議 

員氏名) 

○○ ○○  

(所属議員でなく 

なった議員氏名) 

 

＜記載例＞ 
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様式第４号（第３条関係） 

 
 年    月    日 

 

 大阪府議会議長 

 

          様 

 

                  会派名   

               代表者氏名           

  

会 派 解 散 届 

 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第６条第３項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

  １ 解散した会派の名称 

      

  ２ 解散した年月日 
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様式第４号（第３条関係） 

 

   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 
 
 大阪府議会議長 

 

    ○○ ○○ 様 
 
                  会派名  ○○○大阪府議会議員団 

               代表者氏名  ○○ ○○    
  

会 派 解 散 届 

 
大阪府政務活動費の交付に関する条例第６条第３項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 
記 

 
  １ 解散した会派の名称 

    ○○○○○○○○ 

   
  ２ 解散した年月日 

    ○○年○○月○○日 

 

 

 

 

 

 

 

（注）この記載例は、一例です。 

 

＜記載例＞ 
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様式第６号(第５条関係)  

 
 年    月    日 

 

  大阪府議会議長 

 

          様 

 

 

 

年度政務活動費に係る収支報告について 

 

 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項）

の規定により、別紙のとおり    年度政務活動費収支報告書を提出 

します。 

支給を受けた政務活動費は、同条例に基づき適正に使用してお

り、提出した収支報告書及び会計帳簿等は責任を持って作成し、

その内容は事実と相違ありません。 

なお、収支の残余については、同条例第１１条の規定により 

返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

               会派名 

               代表者氏名（自署）             
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様式第６号(第５条関係)  

 
   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 
  大阪府議会議長 

 

     ○○ ○○ 様 
 
 
 

   ○○ 年度政務活動費に係る収支報告について 
 
 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項）

の規定により、別紙のとおり ○○ 年度政務活動費収支報告書を提出しま

す。 

支給を受けた政務活動費は、同条例に基づき適正に使用してお

り、提出した収支報告書及び会計帳簿等は責任を持って作成し、

その内容は事実と相違ありません。 

なお、収支の残余については、同条例第１１条の規定により 

返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

               会派名 

代表者氏名（自署）             

 

 

 

 

 

（注）この記載例は、一例です。 

＜記載例＞ 



Ⅷ 様式及び記載例 

- 47 - 

（別紙） 
 

       年度政務活動費収支報告書 
 
 
                       会派名  
 
  1  収   入 
        政務活動費              円 （Ａ） 
 
 

2  支   出 
                         (単位:円)                                        

項  目 支  出  額 主たる支出の内訳 

調査研究費  
 
 
 

研 修 費  
 
 
 

広聴広報費  
 
 
 

要請陳情等
活動費 

 
 
 
 

会 議 費  
 
 
 

資料作成費  
 
 
 

資料購入費  
 
 
 

事 務 費  
 
 
 

人 件 費  
 
 
 

合 計  
 
（Ｂ） 
 

 
３  収 支 差 額            円 
   （Ａ－Ｂ） 

 
４  残   余            円 
   （３の金額がマイナスの場合は０円、プラスの場合は同じ額を記載） 
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（別紙） 

 
   ○○年度政務活動費収支報告書 

 
                      会派名 ○○○大阪府議会議員団 
  1  収   入 
        政務活動費   ２４，０００，０００ 円 （Ａ） 

2  支   出 
                         (単位:円)                                        

項  目 支  出  額 主たる支出の内訳 

調査研究費  ３，６５３，６０５ 

 
管外行政調査旅費等 
 

研 修 費  １７５, ３５０  

 
講演会参加費等 
 

広聴広報費  ２，１２５，０１０ 

 
広報紙作成費等 

 

要請陳情等

活動費 
 １，５３２，６５９ 

 
陳情活動旅費等 

 

会 議 費  １，６５４，８９０ 
 
会議開催経費等 

 

資料作成費  ３，９６０，１００ 

 

 
要望書印刷代等 

 

資料購入費  ０ 

 
 
 

事 務 費  ４，２６９，６７７ 
 

 
事務機器リース等 
 

人 件 費  ５，０３０，２３０ 

 
職員雇用人件費 

 

合 計 ２３，９８２，５２１ 

 
（Ｂ） 
 

 
３  収 支 差 額     １７，４７９ 円 
   （Ａ－Ｂ） 

 
４  残   余     １７，４７９ 円 
   （３の金額がマイナスの場合は０円、プラスの場合は同じ額を記載） 

 

 （注）この記載例は、一例です。 

支出額が０の場合は記入

しないで下さい 

＜記載例＞ 
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様式第７号(第５条関係)  

 

 年    月    日 

 

 大阪府議会議長 

 

         様 

 

 

 

年度政務活動費に係る収支報告について 

 

 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第３項）の

規定により、別紙のとおり    年度政務活動費収支報告書を提出しま

す。 

支給を受けた政務活動費は、同条例に基づき適正に使用してお

り、提出した収支報告書及び会計帳簿等は責任を持って作成し、そ

の内容は事実と相違ありません。 

なお、収支の残余については、同条例第１１条の規定により 

返還します 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  氏名（自署）               
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様式第７号(第５条関係)  

 
   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

 大阪府議会議長 

 

   ○○ ○○ 様 

 

 

 

   ○○年度政務活動費に係る収支報告について 

 

 

大阪府政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第３項）

の規定により、別紙のとおり○○年度政務活動費収支報告書を提出 

します。 

 支給を受けた政務活動費は、同条例に基づき適正に使用して

おり、提出した収支報告書及び会計帳簿等は責任を持って作成

し、その内容は事実と相違ありません。 

なお、収支の残余については、同条例第１１条の規定により 

返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  氏名（自署）               

 

 

 

 

 

（注）この記載例は、一例です。 

＜記載例＞ 
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（別紙） 

 
        年度政務活動費収支報告書 

 
                        氏名           
 
  1  収   入 
        政務活動費             円 （Ａ） 
 
  2  支   出 
                                (単位:円) 

項  目 支  出  額 主たる支出の内訳 

調査研究費  
 
 

研 修 費  
 
 
 

広聴広報費  
 
 
 

要請陳情等
活動費 

 
 
 
 

会 議 費  
 

資料作成費  
 
 
 

資料購入費  
 
 
 

事 務 所 費  
 
 
 

事 務 費  
 
 
 

人 件 費  
 
 
 

合 計  
 
（Ｂ） 
 

 
３  収 支 差 額             円 
   （Ａ－Ｂ） 

 
４  残   余             円 

     （３の金額がマイナスの場合は０円、プラスの場合は同じ額を記載） 
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（別紙） 

 
  ○○年度政務活動費収支報告書 

 
                      氏名 ○ ○  ○ ○  
  1  収   入 
        政務活動費  ５，８８０，０００  円 （Ａ） 
 
  2  支   出 
                                (単位:円) 

項  目 支  出  額 主たる支出の内訳 

調査研究費 ９３１，５６０ 管外調査旅費等 

研 修 費 ５０，０００ 研修会参加費等 

広聴広報費    ２５０，２５０ 
 
広報紙発行費等 
 

要請陳情等
活動費 

   １４２，５２０ 
 
陳情活動旅費等 
 

会 議 費    １８５，６２０ 
 
会議開催経費等 
 

資料作成費    ３９１，２５７ 
 
資料等印刷費等 
 

資料購入費    １８０，０６０ 
書籍購入代 
新聞購読料等 

事 務 所 費  １，２６２，９８３ 
事務所借上料 
光熱水費 等 

事 務 費 ８６５，２３５ 
 
事務用品購入費等 
 

人 件 費 １，６３４，０４０ 
 
事務員雇用経費 
 

合 計 ５，８９３，５２５ 
 
（Ｂ） 
 

 
３  収 支 差 額     －１３，５２５ 円 
   （Ａ－Ｂ） 

 
４  残   余           ０ 円 

     （３の金額がマイナスの場合は０円、プラスの場合は同じ額を記載） 

 

（注）この記載例は、一例です。 

 

＜記載例＞ 
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 会計帳簿（様式第８号） 

政務活動費にかかる会計帳簿は、必ず備え付けなければなりません。 

・会計帳簿の作成については、収支報告書作成の基となるものですから、漏れの無い

ように記載してください。 

・日々の収入、支出について、年月日、具体的な支出内容、支出額を費目別に整理し

てください。 

・領収書番号は個々の領収書に番号をつけ、記載してください。 

・経費を按分して支出している場合は、その他欄に按分率を記載してください。 

 

様式第8号（第5条関係） 

 

 

様
式
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８
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様式第8号 会計帳簿記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記載例＞ 
様
式

第
８
号

（
第

５
条

関
係

）

（
単
位
：

円
）

調
査
研
究

費
研
修

費
広
聴
広
報

費
要
請
陳
情
等

活
動

費
会

議
費

資
料
作

成
費
資
料
購
入

費
事

務
所

費
事

務
費

人
件

費

○
．

4
．
６
○
○
○
調
査
の
た
め
の
出
張
旅
費

（
○
○
県
○
○
○
セ
ン
タ
ー
）

5
2
,
5
0
0

5
2
,
5
0
0

1

○
．

4
．

1
0
政
務
活
動
費
（
４
月
分
）
受
入

4
9
0
,
0
0
0

○
．

4
．

1
0
Ｅ
Ｔ
Ｃ
（
高
速
）
利
用
料
（
２
月
分
）
口
座
引
落

8
,
5
0
0

8
,
5
0
0

2

○
．

4
．

1
1
広
報
冊
子
「
○
○
○
だ
よ
り
」
印
刷
費

2
4
,
1
5
0

2
4
,
1
5
0

3
按
分

5
0
％

○
．

4
．

1
8
○
○
○
調
査
委
託

1
4
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

4

○
．

4
．

2
0
○
○
講
演
会
参
加
交
通
費
（
○
○
セ
ン
タ
ー
）

8
6
0

8
6
0

明
１

○
．

4
．

2
5
補
助
職
員
給
与
（
事
務
員
：
常
勤
１
名
、
ア
ル
バ
イ

ト
１
名
分
）

1
4
5
,
2
8
0

1
4
5
,
2
8
0

5
按
分
２
／
３

○
．

4
．

2
6
○
○
○
購
入
費

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

6

○
．

4
．

2
7
書
籍
「
○
○
○
の
研
究
」
購
入
費

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

7

○
．

4
．

2
8
事
務
所
賃
借
料
（

5
月
分
）

8
0
,
0
0
0

8
0
,
0
0
0

8
按
分
２
／
３

○
．

4
．

2
9
タ
ク
シ
ー
代
（
事
務
所
～
○
○
セ
ン
タ
ー
）

（
○
○
○
調
査
）

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

9

○
．

4
．

2
9
高
速
代

(
○
○
～
法
円
坂
：
往
復

)
（
登
庁
：
○
○
部
説
明
聴
取
）

1
,
4
0
0

1
,
4
0
0

1
0

○
．

4
．

3
0
事
務
用
品
（
○
○
○
、
○
○
○
）
購
入
費

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

1
1

月
計

1
7
,
7
1
0

4
9
0
,
0
0
0

4
7
2
,
2
9
0

2
0
5
,
9
0
0

8
6
0

2
4
,
1
5
0

3
,
2
0
0

8
0
,
0
0
0

1
2
,
9
0
0

1
4
5
,
2
8
0

累
計

1
7
,
7
1
0

4
9
0
,
0
0
0

4
7
2
,
2
9
0

2
0
5
,
9
0
0

8
6
0

2
4
,
1
5
0

3
,
2
0
0

8
0
,
0
0
0

1
2
,
9
0
0

1
4
5
,
2
8
0

※
 
作

成
し

た
原
本

の
サ
イ
ズ
が
Ａ

３
版

の
場
合
は

、
写

し
を
提

出
す

る
際

に
Ａ

４
版

に
縮
小

し
て
提

出
し
て

く
だ
さ
い

。
(
注
）
こ
の
記
載
例
は
一
例
で
す
。

領
収
書

等
番
号

内
容

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

（
○
○

年
 
４

 
月

分
）

そ
の
他

(
按

分
率
等

)

会
 
 
計

 
 
帳

 
 
簿

年
 
月

 
日

収
入

額
支

出
額

会
派
・

議
員

名
　
　
○
　
○
　
　
○
　
○

金
額
を
記
載
し
て
下
さ

い
。

左
の
支
出
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
費
目
に
金
額
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

具
体
的
な
支
出
内
容
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

★
支
払
明
細
書
の
場
合
は
、
頭
に
「
明
」
の
文
字
を
記
載
し
て
下

さ
い
。

按
分
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
率
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

そ
の
他
補
足
等
が
あ
れ
ば
、
記
載
し
て
下
さ
い
。

書
籍
の
場
合
は
、
書
籍
名
も
記
載
し
て
下
さ

い
。

差
引
残
高

（
収
入
－
支

出
）

差
引
残
高

（
収
入
－
支

出
）

写
し
を
提
出
す
る
際
は
、
Ａ
４
版
で
（
原
本
が
Ａ
３
版
の
場
合
は
縮
小

コ
ピ
ー
し
て
）
提
出
し
て
下
さ
い
。

タ
ク
シ
ー
代
、
高
速
代
、
駐
車

料
金
の
場
合
は
利
用
場
所
と
目

的
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

毎
月
計
上
さ
れ
る
も
の
は
、
何
月
分
か

を
記
載
し
て
下
さ
い
。

事
務
用
品
の
場
合
は
、
主
な
品
名
を

記
載
し
て
下
さ
い
。

★
領
収
書
番
号
の
つ
け
方
は
、
月
単
位
で
の
通
し
番
号
（
毎
月
１
番

か
ら
始
ま
る
）
を
原
則
と
し
ま
す
。

※
領
収
書
貼
付
用
紙
に
記
載
し
た
番
号
と
同
じ
番
号
を
記
載
し
て

下
さ
い
。

年
、
月
を
記
載
し
て

下
さ
い
。

議
員
の
場
合
は
議
員
名
、
会
派
の
場
合
は
会

派
名
の
み
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
明
細
書
に
利
用
場
所
と

目
的
を
記
載
し
て
下
さ
い
。
（
※
領
収
書
貼
付
用
紙
の
記
載

例
を
参
照
）
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様式第8号 会計帳簿記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記載例＞ 
様
式

第
８
号

（
第

５
条

関
係

）

（
単
位
：

円
）

調
査
研
究

費
研
修

費
広
聴
広
報

費
要
請
陳
情
等

活
動

費
会

議
費

資
料
作

成
費
資
料
購
入

費
事

務
所

費
事

務
費

人
件

費

○
．

3
．

3
1
未
払
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
／

1
7
支
払

（
○
○
○
調
査
委
託
費
）

1
0
5
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0

7

○
．

3
．

3
1
未
払
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
／

2
5
支
払

（
広
報
冊
子
「
○
○
○
だ
よ
り
」
印
刷
費
）

8
3
,
2
5
0

8
3
,
2
5
0

8
按
分

5
0
％

○
．

4
．

1
前
払
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
／

2
7
支
払

（
○
○
○
視
察
経
費
）

4
5
0
,
0
0
0

4
5
0
,
0
0
0

1
按
分
３
／
４

月
計

5
5
5
,
0
0
0

8
3
,
2
5
0

累
計

5
5
5
,
0
0
0

8
3
,
2
5
0

※
 
作

成
し

た
原
本

の
サ
イ
ズ
が
Ａ

３
版

の
場
合
は

、
写

し
を
提

出
す

る
際

に
Ａ

４
版

に
縮
小

し
て
提

出
し
て

く
だ
さ
い

。
(
注
）
こ
の
記
載
例
は
一
例
で
す
。

会
 
 
計

 
 
帳

 
 
簿

（
○
○

年
３

月
分

）
会

派
・

議
員

名
　
　
○
　
○
　
　
○
　
○

支
出

額
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

領
収
書

等
番
号

そ
の
他

(
按

分
率
等

)
年

 
月

 
日

内
容

収
入

額

差
引
残
高

（
収
入
－
支

出
）

差
引
残
高

（
収
入
－
支

出
）

4月
1日
付

け
で
計
上

し
て
下
さ

い
。

未
払
費
用
と
し
て
計
上
す
る
場
合
は
、

を
記
載
し
て
下
さ
い
。

＜
未
払
費
用
の
記
載
例
＞

・
未
払
費
用

・
（

）
書
き
で
、
内
容

・
４
月
の
支
払
日

当
該
年
度
の
活
動
で
支
払
い
の
み
が
翌
年
度
（
収
支
報
告
書
提
出
期
限
ま
で
）
の
場
合
、
当
該
年
度
に
計
上
。

＜
前
払
費
用
の
記
載
例
＞

当
該
年
度
の
活
動
に
対
す
る
支
払
い
が
前
年
度
の
場
合
、
当
該
年
度
に
計
上
。

3月
3
1日
付

け
で
計
上

し
て
下
さ

い
。

前
払
費
用
と
し
て
計
上
す
る
場
合
は
、

を
記
載
し
て
下
さ
い
。

・
前
払
費
用

・
（

）
書
き
で
、
内
容

・
３
月
の
支
払
日
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 支払明細書（様式第９号） 

・支払明細書は、領収書（利用明細書等を含む）が取得できない場合に作成し、収

支報告書提出時に領収書の代わりに提出していただくものです。 

 ・領収書（利用明細書等を含む）が取得できない場合とは、自動販売機で購入した

切符代、バス代、自家用車を使用した場合のガソリン代を距離計算した場合で

す。 

 ・自動引き落としの場合は、支払明細書の対象とせずに、領収書（利用明細書、通

帳の写し等）により対応してください。 

 

様式第９号（第５条関係） 

支払明細書 

 

番号 支払年月日 支払額（円） 支払先 使途及び内容 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計     

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

  年  月  日 

                      会派・議員名           

                              自署又は記名押印 

※ 按分により政務活動費の支出を行った場合には、「備考」欄に支払総額及び按分の割合を記載してくださ

い。 
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様式第９号（第５条関係） 

支払明細書 

 

番

号 
支払年月日 

支払額 

（円） 
支払先 使途及び内容 備  考 

１ ○. 4.20 860 ＪＲ西日本 
○○講演会参加交通費 

（○○駅～△△駅往復） 

 

２ ○. 5. 8 880 ガソリン代 
自家用車登庁（往復40ｷﾛ） 

 （○○課の説明聴取） 

 

    
 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

計 1,740 
   

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

  ○○年○○月○○日 
                      会派・議員名 ○ ○ ○ ○   
                                自署又は記名押印 

※ 按分により政務活動費の支出を行った場合には、「備考」欄に支払総額及び按分の割合を記載してくだ

さい。 

 

（注）この記載例は、一例です。 

 

 

＜記載例＞ 
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活動記録簿（様式第１０号） 

活動記録簿は、政務活動の内容を記録し公表することにより、透明性の向上を図るこ

とを目的に作成するものです。 

作成する必要のある事例については下記のとおりです。 

 ・府政に関する調査研究、要請陳情活動のため、管外等へ出張したとき 

 ・会派、議員が主催する会議を行ったとき 

 ・政務活動にかかる会合に関係する飲食を伴う意見交換を行ったとき 

 ・広聴広報活動を行ったとき 

 ・業務委託調査を行ったとき 

などの際に、活動年月日、場所、相手方、参加者、活動目的、内容・結果、それらに要

した経費等を記載してください。 

 

様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

会派・議員名             

年  月  日  

場     所  

相  手 方  

参加者氏名  

目   的  

内容、結果等 

 

活動に要した 

経  費 

行   先 利用交通機関 利用区間 金   額 

            円 

      円 

         円 

宿泊費      円 内訳： 

飲食費      円 内訳： 

資料購入費      円 内訳： 

会費      円 内訳： 

その他      円 内訳： 

    内訳： 

備      考   

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

 

①【調査研究費：管外調査】           会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日 ○年○月○(△)～  ○年○月○日(△) 

場     所 ○○県庁、○○県教育委員会、○○協会、○○センター 

相  手 方 
○○県○○部○○課長、○○県教育委員会○○課長、○○協会理事長、 
○○センター長 

参加者氏名 ○○ ○○ 

目  的  本府が直面している重要課題について調査・研究を行う 

内容、結果等 

・○○対策 

・○○問題 

・○○協会の活動と課題 

・○○センターの活動と財政状況 

等について調査・研究し、これからの議員活動〔定例会等の質問〕 

に活かす。 

 

 

活動に要した 

経     費 

行    先 利用交通機関 利用区間 金   額 

○○県 新幹線（往復） 新大阪～○○ ○○，○○○円 

○○協会 タクシー ○○～○○ ○，○○○円 

○○センター バス ○○～○○ ○○○円 

     円 

宿泊費 円 内訳： 

飲食費 円 内訳： 

資料購入費 円 内訳： 

   

   計   

     

備      考 添付資料・・・日程表等  

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

〈記載例〉 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

 

 

②【調査研究費：海外調査】           会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   ○○年○月○日(△)～○○年○月○日(△) 

場     所 ○○国 ○○市、○○市、○○市、○○市 

相  手 方 ○○市○○局ほか       （別添日程表 参照） 

参加者氏名 ○○、○○、○○、○○、○○、○○ 

目  的 
 本府が直面する重要課題について、○○国の先進事例を調査・研究し、

府政運営の進展と府民福祉の向上に資する。 

内容、結果等 

大阪府議会○○行政調査団の一員として、○○対策、○○問題等について、

○○国の先進事例を調査・研究を行った。 

その結果については、「大阪府議会○○行政調査報告書」に冊子としてま

とめている。 

 

活動に要した 

経     費 

行    先 利用交通機関 利用区間 金   額 

関西空港 ＪＲ（往復） ○○○～関空 ○，○○○円 

  ※海外費用 については、別添 費用内訳書のとおり 円 

      円 

      円 

宿泊費 円 内訳： 

飲食費 円 内訳： 

資料購入費 円 内訳： 

会費 円 内訳： 

 円 内訳： 

  
  

 

備      考 

添付資料 

・・・ 行程表、明細書、費用内訳書、日程表、団員名簿、 

大阪府議会○○行政調査報告書 

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

  

〈記載例〉 

行程表、明細書は旅行会社作成の 
ものを添付してください。 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

③【調査研究費：調査委託費】        会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   ○○年○月○日 

委 託 名  ○ ○ について 

委 託 先  〔財〕○○○○管理センター 

委 託 者  ○○○○  

目   的  ○○の概況及び動向についての調査を委託する。 

内容、結果等 

委託期間 ○○年○月○日～○○年○月○日 

調査結果の概要 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

これらの分析結果等を今後の議員・議会活動に活かす。 

 

 

経     費 

項   目 金   額       備    考 

調査委託費 ○，○○○円  
 

    

    

       

   
  

  

   

   

   

     

備      考 添付資料・・・「○○についての調査報告書」  

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

  

〈記載例〉 



Ⅷ 様式及び記載例 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

④【調査研究費：会合に関係する飲食の例】   会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   △△年△△月△△日〔△〕   12時 45分～14時 30分 

場   所  ○○○ホテル 

相 手 方  □□会会員 約□□名 

参加者氏名  ○○○○ 

目   的 
府の商工政策に関する意見・要望等を中小企業者から聴取するため、

参加。 

内容、結果等 

・府内商店街の売上が昨年同期比で約○○％にまで落ち込んでいること

や空き店舗が増加していることなどの厳しい状況の説明や意見があっ

た。 

・小売商店の経営者等から各種ハード面整備の必要性や商店街の活性化

策について意見交換等を行った。 

 

・ここでの説明や意見・要望等を基に今後の議員・議会活動（定例会等の

質問）に活かす 

 

 

 

経     費 

項   目 金   額       備   考    

会   費  ６，０００円 
飲食を伴うため、 

限度額、５，０００円を計上    

   

   

   

   

備      考   

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

  

〈記載例〉 



Ⅷ 様式及び記載例 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑤【研修費：管外出張の例】         会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   △△年△△月△△日〔△〕 ～ △△日〔△〕 

場   所 ○○ホテル〔○○県○○市○○町〕 

研 修 名  「□□□□について」 

参 加 者  ○○○○ 

目   的 □□□□の現状と今後の課題等について研修会に参加する 

 

内容、結果等 

【講師】 

 ○○協会○○ ○○氏 

【研修内容】 

○○○問題 

△△△制度 等 

について、研修で受講した内容を、今後の政務活動に活かす。 

   

 

経     費 

項   目 金   額       備   考    

交 通 費  ○○，○○○円 

地下鉄○～○ 往復   ooo円 

新幹線○～○ 往復 oo,ooo円 

タクシー○駅～会場 o,ooo円 

タクシー○～○   o,ooo円   

宿 泊 費 △△，△△△円  

参 加 費   ○○，○○○円   

  計  ○○，○○○円  

   

   

   

   

     

備      考 添付資料・・・研修概要 

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

 

〈記載例〉 



Ⅷ 様式及び記載例 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑥【会議費の例】              会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   △△年△△月△△日〔△〕 

場   所  ○○○公民館 

相 手 方  □□市民 □□名 

参 加 者  ○○○○ 

目   的  ○○定例会に向け、住民の府政に関する要望・意見を聴く 

内容、結果等 

・○○対策について 

・○○問題について 

・○○制度について 

参加者から寄せられた意見、要望等を基に今後の議員・議会活動（定例会

等の質問）に活かす 

 

経     費 

項   目 金   額       備   考    

会 場 費 △，△△△円  

機材借上げ料 △，△△△円  

飲 み 物  ○，○○○円 
ペットボトル 1.8 ﾘｯﾄﾙ×３本 

紙コップ 20個 

計   ○，○○○円  
  

  

   

   

   

     

備      考   

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

 

〈記載例〉 



Ⅷ 様式及び記載例 

- 65 - 

様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑦【広聴広報費：広報活動の例】       会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   △△年△△月△△日〔△〕 

場   所  ○○○公民館 

相 手 方  □□市民 □□名 

参 加 者  ○○○○ 

目   的  府政報告〔○○定例会を中心〕 

内容、結果等 

・ ○○制度について 

・ 地域での活動報告 等 

についての広報〔周知〕と意見交換〔聴取〕。 

 

経     費 

項   目 金   額 備   考 

会 場 費 △，△△△円  

計   ○，○○○円   

   

     

   

   

   

   

     

備      考   

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

 

〈記載例〉 



Ⅷ 様式及び記載例 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑧【広聴広報費：広報紙の例】           会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   ○○年○月 

表  題  ○○だより 

対  象  ○○市民 

配布部数等 

 ○○部印刷、 ○○通郵送、○○部新聞折込み、 

○○部ポスティング、 残部数は街頭配布等 

目  的 
 府政報告書を作成し市民に周知を図るとともに、意見・要望等を聴取す

る 

内容、結果等 

 ・大阪府当初予算関係－○○市の要望 

・ ○○関係       等 

 別添のとおり 

 紙面の按分比〔政務活動分〕：１／３ 

活動に要した 

経     費 
項   目 部   数 金   額 備   考 

印刷費 ○○部  ６００，０００円 ○/○日支払  

 按分比 １／３ ２００，０００円  A 

会派負担分   １００，０００円  B 

計上額   １００，０００円 A－ B ＝ C  

郵送料 ○○通  ９０，０００円 ○/○日支払  

計上額 按分比 １／３ ３０，０００円 D 

新聞折込料 
○○部（○○市

内） 
１２０，０００円 ○/○日支払 

計上額 按分比 １／３ ４０，０００円 E 

ポスティング費用 
○○部（○○市

内） 
１５０，０００円 ○/○日支払 

計上額 按分比 １／３ ５０，０００円  F 

計上額合計  ２２０，０００円 C＋D＋E＋F 

備      考 
添付資料 

・・・印刷業者、新聞折込業者、ポスティング業者の請求書 

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

〈記載例〉 

印刷部数、折込み部数、ポスティング

部数、街頭配布部数などがわかるよう

記載してください。 

印刷及び配

布に係る費

用について

は、業者か

らの請求書

を添付して

ください。 



Ⅷ 様式及び記載例 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑧【広聴広報費：広報紙の例】           会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   ○○年○月 

表  題  ○○だより 

対  象  ○○市民 

配布部数等 

 ○○部印刷、 ○○通郵送、○○部新聞折込み、 

○○部ポスティング、 残部数は街頭配布等 

目  的 
 府政報告書を作成し市民に周知を図るとともに、意見・要望等を聴取す

る 

内容、結果等 

 ・大阪府当初予算関係－○○市の要望 

・ ○○関係       等 

 別添のとおり 

 紙面の按分比〔政務活動分〕：１／３ 

活動に要した 

経     費 
項   目 部   数 金   額 備   考 

印刷費 ○○部  ６００，０００円 ○/○日支払  

 按分比 １／３ ２００，０００円  A 

会派負担分   １００，０００円  B 

計上額   １００，０００円 A－ B ＝ C  

郵送料 ○○通  ９０，０００円 ○/○日支払  

計上額 按分比 １／３ ３０，０００円 D 

新聞折込料 
○○部（○○市

内） 
１２０，０００円 ○/○日支払 

計上額 按分比 １／３ ４０，０００円 E 

ポスティング費用 
○○部（○○市

内） 
１５０，０００円 ○/○日支払 

計上額 按分比 １／３ ５０，０００円  F 

計上額合計  ２２０，０００円 C＋D＋E＋F 

備      考 
添付資料 

・・・印刷業者、新聞折込業者、ポスティング業者の請求書 

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

〈記載例〉 

印刷部数、折込み部数、ポスティング

部数、街頭配布部数などがわかるよう

記載してください。 

印刷及び配

布に係る費

用について

は、業者か

らの請求書

を添付して

ください。 



Ⅷ 様式及び記載例 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑨【広聴広報費：ホームページの例】     会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   ○○年度中 

表  題  ○○のホームページ 

対  象  府民 

方  法  インターネットを利用 

目  的 
 府議会での活動などをホームページで紹介し、 

意見・要望等を聴取する 

内容、結果等 

・ 府政報告 

・ 府議会・委員会の活動 

 ・ 地域の活動     等 

 

 ホームページの按分比〔政務活動分〕：２／３ 

 

経     費 

項   目 委 託 料 内政務活動費 備   考 

作成・管理委託費 月額○○,○○○円  月額○○,○○○円  ２／３ 

回線使用料 月額○○,○○○円  月額○○,○○○円  ２／３ 

プロバイダー料  月額○○,○○○円  月額○○,○○○円  ２／３ 

       

      

    

   

   

   

     

備      考   

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

 

〈記載例〉 
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様式第10号（第５条関係） 

活 動 記 録 簿 

⑩【広聴広報費：デジタル広報の例】     会派・議員名 ○ ○  ○ ○ 

年  月  日   ○○年○○月○○日（月）～○○年○○月○○日（金） 

表  題  府政報告 

対  象  ○○市民等 

方  法  ＳＮＳ（フェイスブック広告）を利用 

目  的  府議会での活動などをＳＮＳで紹介し、意見・要望等を聴取する 

内容、結果等 

・ 府政報告 

・ 府議会・委員会の活動 

 ・ 府域外（○○府県○○市町村）への配信に係る按分比：８／１０ 

 

 

 

経     費 

項   目 委 託 料 内政務活動費 備   考 

広告料 ○○,○○○円   △△,△△△円  ８／１０ 

    

    

       

      

    

    

    

    

      

備      考   

※ 結果報告等について、スペースが足りない場合は、別途報告資料を添付してください。 

 

 

 

〈記載例〉 
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事務所状況報告書（様式第１１号） 

事務所状況報告書は、事務所費の支出の整合性を図るための基本資料となるものです。 

・事務所概要は、事務所の所有関係や基本となる按分率等を報告するものです。 

 

様式第１１号（第5条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

年度　事務所状況報告書

会派・議員名

住所

電話 延べ床面積 ㎡

□ 自己又は生計を一にする親族の所有

□ 賃貸物件 （賃貸借契約先 ）

□ 生計を一にしない親族

所有者 □ 関連会社（自己又は生計を一にする親族への支払いと同視すべき法人を除く）

□ 第三者

□ 有

□ 無 ⇒ （契約書に代わる書類 ）

□ 自宅兼事務所

□ 専用事務所

□ 無

□ 有

□ 後援会事務所

□ 政党事務所

□ その他 （ ）

月額 円 （充当額 円）

□ 使用実態による場合（使用面積又は使用時間による場合）

□ 事務所全体面積 ㎡ (A) 内、政務活動に使用する面積 ㎡ (B)

□ 事務所使用時間 時間 (A) 内、政務活動に使用する時間 時間 (B)

(B) ／ (A) ＝ ／

□ その他

／

□ 使用実態が明らかでない場合（※下表参照）

／ （ ）円

／ （ ）円

／

※（表）　使用実態が明らかでない場合の充当限度割合 

政務活動＋後援会活動

政務活動＋後援会活動＋政党活動

政務活動＋後援会活動

政務活動＋後援会活動＋政党活動

政務活動＋後援会活動

政務活動＋後援会活動＋政党活動

※　上記について、必要な箇所を記入するとともに、□の該当する項目にレ印又は■をつけてください。

※　「按分率の積算」の「事務所使用時間」欄については、原則として月単位の平均時間で記載してください。

自己・生計を一にす
る親族所有

－ １／２

－ １／３

自宅兼用
－ １／４

－ １／６

所有形態 使用形態 賃借料 維持管理費（光熱水費等）

第三者所有
１／２ １／２

１／３ １／３

主な経費の按分率
駐車場

来客専用

来客兼用

維持管理費（光熱水費等）

賃　　料

按分率の
積算 按分率

所有区分

賃貸契約書

使用形態
他用途との
兼用

所在地
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様式第１１号（第5条関係）
〈記載例〉 

年度　事務所状況報告書

会派・議員名

住所

電話 延べ床面積 ㎡

□ 自己又は生計を一にする親族の所有

■ 賃貸物件 （賃貸借契約先 ）

□ 生計を一にしない親族

所有者 □ 関連会社（自己又は生計を一にする親族への支払いと同視すべき法人を除く）

■ 第三者

■ 有

□ 無 ⇒ （契約書に代わる書類 ）

□ 自宅兼事務所

■ 専用事務所

□ 無

■ 有

■ 後援会事務所

□ 政党事務所

□ その他 （ ）

月額 円 （充当額 円）

■ 使用実態による場合（使用面積又は使用時間による場合）

□ 事務所全体面積 ㎡ (A) 内、政務活動に使用する面積 ㎡ (B)

■ 事務所使用時間 160 時間 (A) 内、政務活動に使用する時間 時間 (B)

(B) ／ (A) ＝ ／

□ その他

３ ／ ４

□ 使用実態が明らかでない場合（※下表参照）

３ ／ ４ （ ）円

３ ／ ８ （ ）円

３ ／ ４

※（表）　使用実態が明らかでない場合の充当限度割合 

政務活動＋後援会活動

政務活動＋後援会活動＋政党活動

政務活動＋後援会活動

政務活動＋後援会活動＋政党活動

政務活動＋後援会活動

政務活動＋後援会活動＋政党活動

※　上記について、必要な箇所を記入するとともに、□の該当する項目にレ印又は■をつけてください。

※　「按分率の積算」の「事務所使用時間」欄については、原則として月単位の平均時間で記載してください。

自己・生計を一にす
る親族所有

－ １／２

－ １／３

自宅兼用
－ １／４

－ １／６

所有形態 使用形態 賃借料 維持管理費（光熱水費等）

第三者所有
１／２ １／２

１／３ １／３

主な経費の按分率
駐車場

来客専用 7 ,500

来客兼用 3 ,750

維持管理費（光熱水費等）

賃　　料 160 ,000 120 ,000

按分率の
積算

120

120 160 按分率

　○○○株式会社

所有区分

賃貸契約書

使用形態
他用途との
兼用

○○

　○○　○○　

所在地

○○市△△南3丁目２－５　　○○ビル１０１

○○○－○○○－○○○○ 45

※基となる事務所本体の

按分を考慮する必要があ

るため
事務所按分率３／４

×来客専用 10／10
＝３／４

※同様に

事務所按分率３／４×来客

兼用１／２

＝３／８
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職員雇用状況報告書（様式第１２号） 

職員雇用状況報告書は、人件費の支出の整合性を図るための基本資料となるものです。 

 ・職員雇用状況は、事務所の職員で政務活動補助に従事している方の勤務条件等につ

いて報告するものです。 

 

様式第１２号（第5条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

様
式
第
１
２
号
（
第
５
条
関
係
）

年
度
　
職
員
雇
用
状
況
報
告
書

№

年
月

日
～

円

年
月

日
（

円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

□
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

□
雇
用
契
約
書

□
賃
金
台
帳

□
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

□
租
税
関
係

□
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

年
月

日
～

円

年
月

日
（

円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

□
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

□
雇
用
契
約
書

□
賃
金
台
帳

□
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

□
租
税
関
係

□
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

年
月

日
～

円

年
月

日
（

円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

□
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

□
雇
用
契
約
書

□
賃
金
台
帳

□
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

□
租
税
関
係

□
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

年
月

日
～

円

年
月

日
（

円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

□
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

□
雇
用
契
約
書

□
賃
金
台
帳

□
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

□
租
税
関
係

□
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

・
人
件
費
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
職
務
内
容
に
よ
る
場
合
の
按
分
率

・
お
も
な
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
各
人
ご
と
に
、
政
務
活
動
、
後
援
会
活
動
等
従
事
し
て
い
る
業
務
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
給
料
（
賃
金
）
額
に
つ
い
て
は
、
月
額
、
日
額
、
時
給
額
の
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
み
、
そ
の
基
本
給
お
よ
び
（
　
　
　
　
）
内
に

政
務
活
動
＋
後
援
会
活
動

 按
分
後
の
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

政
務
活
動
＋
後
援
会
活
動
＋
政
党
活
動

・
雇
用
形
態
、
事
務
所
で
保
管
し
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
□
の
該
当
す
る
項
目
に
レ
又
は
■
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
　

・
按
分
率
の
計
算
は
、
原
則
と
し
て
月
単
位
の
平
均
時
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

会
派
・
議
員
名

氏
　
　
名

住
　
　
　
　
　
所

雇
　
用
　
期
　
間

主
な
職
務
内
容

給
料
（
賃
金
）
額

・
月
給

・
日
給

・
時
給

按 分 率
／

2

按 分 率
／

1

・
月
給

・
日
給

・
時
給

・
月
給

・
日
給

・
時
給

按 分 率
／

43

・
日
給

・
時
給

按 分 率
／

職
務
内
容

按
分
率

１
／
２

１
／
３

・
月
給
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 〈記載例〉 

  

様
式
第
１
２
号
（
第
５
条
関
係
）

平
成

O
O
年
度
　
職
員
雇
用
状
況
報
告
書

№

平
成

O
O
年

4
月

1
日
～

円

平
成

O
O
年

1
2
月

3
1
日

（
円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

■
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

■
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

■
雇
用
契
約
書

■
賃
金
台
帳

■
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

■
租
税
関
係

■
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

平
成

O
O
年

4
月

1
日
～

円

平
成

O
O
年

3
月

3
1
日

（
円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

■
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

■
雇
用
契
約
書

■
賃
金
台
帳

■
出
勤
簿
等

■
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

3
0
時
間
）

■
租
税
関
係

■
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

3
0
時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

1
0
時
間
）

年
月

日
～

円

年
月

日
（

円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

□
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

□
雇
用
契
約
書

□
賃
金
台
帳

□
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

□
租
税
関
係

□
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

年
月

日
～

円

年
月

日
（

円
）

時
間
／
週

雇
用
形
態

□
直
接
雇
用

□
そ
の
他
（
派
遣
等
）

□
職
務
内
容
に
よ
る
場
合

※
下
表
参
照

保
管
書
類

□
雇
用
契
約
書

□
賃
金
台
帳

□
出
勤
簿
等

□
勤
務
実
績
に

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）

□
租
税
関
係

□
社
会
保
険
関
係

よ
る
場
合

政
務
活
動
業
務
（

時
間
）
＋
そ
の
他
の
業
務
（

時
間
）

・
人
件
費
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
職
務
内
容
に
よ
る
場
合
の
按
分
率

・
お
も
な
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
各
人
ご
と
に
、
政
務
活
動
、
後
援
会
活
動
等
従
事
し
て
い
る
業
務
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
給
料
（
賃
金
）
額
に
つ
い
て
は
、
月
額
、
日
額
、
時
給
額
の
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
み
、
そ
の
基
本
給
お
よ
び
（
　
　
　
　
）
内
に

政
務
活
動
＋
後
援
会
活
動

 按
分
後
の
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

政
務
活
動
＋
後
援
会
活
動
＋
政
党
活
動

・
雇
用
形
態
、
事
務
所
で
保
管
し
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
□
の
該
当
す
る
項
目
に
レ
又
は
■
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
　

・
按
分
率
の
計
算
は
、
原
則
と
し
て
月
単
位
の
平
均
時
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

職
務
内
容

按
分
率

１
／
２

１
／
３

・
月
給

・
日
給

・
時
給

按 分 率
／

按 分 率
／

43
・
月
給

・
日
給

・
時
給

・
月
給

・
日
給

・
時
給 ４

按 分 率
１
／
２

2

　
□
□
　
□
□

○
○
市
△
△
町
３
丁
目
８
－
２

政
務
活
動
補
助

後
援
会
事
務
補
助

1
4

0
,0

0
0

1
0

5
,0

0
0

按 分 率
３
／

4
0

1

　
△
△
　
△
△

○
○
市
○
○

2
丁
目
２
－
１

政
務
活
動
補
助

後
援
会
事
務
補
助

7
0

,0
0

0

3
5

,0
0

0

2
0

・
月
給

・
日
給

・
時
給

会
派
・
議
員
名

　
○
○
　
○
○

氏
　
　
名

住
　
　
　
　
　
所

雇
　
用
　
期
　
間

主
な
職
務
内
容

給
料
（
賃
金
）
額

※
直
接
雇
用
の
場
合
、
事
務
所
で
保
管
の
必
要
が
あ
る
書
類
で
す
。

・
関
係
機
関
（
手
引
き
１
９
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、

必
要
な
場
合
は
書
類
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
該
当
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
賃
金
台
帳
、
出
勤
簿
等
は
、
労
働
基
準
法
に
よ
り
整
備
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
整
備
し
て
く
だ
さ
い
。

・
出
勤
簿
等
の
「
等
」
は
、
使
用
者
が
勤
務
状
況
を
直
接
確
認
し
記
録

し
た
も
の
を
含
み
ま
す
。

個
人
情
報
等
の
マ
ス
キ
ン
グ
は
、

事
務
局
で
行
い
ま
す
の
で
、
そ

の
ま
ま
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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地方税法第３１７条の６の規定に基づき提出すべき給与支払報告書 

職員雇用状況報告書に地方税法第３１７条の６の規定に基づき雇用職員の住所所在の

市町村長に提出した給与支払報告書の写しを添付して下さい。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※整理番号 ※※ ※種別

氏

名

（フリガナ）

（役職名）

（個人番号）

支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額種別

給

与

支

払

報

告

書

（

個

人

別

明

細

書

）

支　払

を受け

る　者

住

所

※区分 （受給者番号）

円千 円 内 千円 千 円内 千

非居住者

である

親族の数老人 特定

控除対象

配偶者

配偶者特別

控除の額

控除対象扶養親族の数

（配偶者を除く 。）

16歳未満

扶養親族

の数老人 その他 特別 その他

障害者の数

（本人を除く 。）

人 人従人 人 従人 人 内 人千 円 人 従人 内 人有 従有

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

千 円 千 円千 円 千 円内

（摘要）

円円 新個人年金

保険料の金額

円 旧個人年金

保険料の金額

円 旧生命保険料

の金額

円 介護医療保

険料の金額

生命保険料の

金額の内訳

新生命保険料

の金額

住宅借入金等

年末残高（1回目）

円年 月 日 住宅借入金等特別

控除区分（1回目）

住宅借入

金等特別

控除の額

の内訳

住宅借入金等

特別控除適用数

居住開始年月日

（1回目）

居住開始年月日

（2回目）

控除対象

配偶者

住宅借入金等

年末残高（2回目）

円年 月 日 住宅借入金等特別

控除区分（2回目）

住宅借入金等

特別控除可能額

円

氏名 国民年金保険

料等の金額

円

旧長期損害

保険料の金額

円（フリガナ） 区

分 配偶者の

合計所得

円

個人番号

区

分氏名

控

除

対

象

扶

養

親

族

1

（フリガナ） 区

分

5人目以降の控除対象扶養

親族の個人番号

氏名

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

1

（フリガナ）

個人番号個人番号

区

分氏名 氏名

区

分 2

（フリガナ）

2

（フリガナ）

個人番号

（フリガナ） 区

分

個人番号

個人番号

5人目以降の 16歳未満の扶
氏名 氏名3

（フリガナ） 区

分3 養親族の個人番号

個人番号

氏名

（フリガナ） 区

分氏名4

（フリガナ） 区

分 4

個人番号

未

成

年

者

個人番号

就職 退職 年 月

寡

夫

勤

労

学

生

中途就・退職 受給者生年月日

特

別

そ

の

他

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

本人が障害者 寡婦

一

般

特

別 月 日

（

市

町

村

提

出

用

）

日 明 大 昭 平 年

　（右詰で記載してく ださい。）

住所（居所）

又は所在地

支

払

者

個人番号又は

法人番号

（電話）
氏名又は名称
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＜記載例＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（摘要）に前職分の加算額、支払者等を記入してく ださい。

00
※ ※種別 ※整理番号 ※

給

与

支

払

報

告

書

（

個

人

別

明

細

書

）

支　払

を受け

る　者

住

所

※区分 （受給者番号）

○○市○○町○丁目○番○号

（個人番号）

氏

名

（フリガナ） 　　　　　○○　○○

　　　　　　　　　　  ○○　○○

（役職名）

千円 千 円 千

給与・賞与
内 千

種別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

○ ○○○ ○○○ ○ ○○○ ○○○ ○ ○○○

円円 内

控除対象

配偶者

配偶者特別

控除の額

控除対象扶養親族の数

（配偶者を除く 。）

16歳未満

扶養親族

の数

障害者の数

（本人を除く 。）

○○○ ○○ ○○○

老人 特定 老人 その他 特別 その他

非居住者

である

親族の数

人 従人 人 従人 人 内有 従有 千 円 人 従人 内 人 人 人

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

○○○ ○○○ ○○ ○○○ ○○ ○○○

円 千 円 千 円内 千 円 千

新個人年金

保険料の金額
○ ○ 、○ ○ ○

生命保険料の

金額の内訳

新生命保険料

の金額
○ ○ ， ○ ○ ○

円 旧生命保険料

の金額
○○ ,○○○

（摘要）

住宅借入

金等特別

控除の額

の内訳

住宅借入金等

特別控除適用数

居住開始年月日

（1回目）

年 月

円 旧個人年金

保険料の金額
○ ○ ， ○ ○ ○

円円 介護医療保

険料の金額

円

住宅借入金等

特別控除可能額

円 居住開始年月日

（2回目）

年

円日 住宅借入金等特別

控除区分（1回目）

住宅借入金等

年末残高（1回目）

円

旧長期損害

保険料の金額

円

控除対象

配偶者

（フリガナ） ○○　○○ 区

分 配偶者の

合計所得

住宅借入金等

年末残高（2回目）

円月 日 住宅借入金等特別

控除区分（2回目）

氏名 ○○　○○

個人番号 0 0 0 0 0
○ ○ ， ○ ○ ○

円

国民年金保険

料等の金額

控

除

対

象

扶

養

親

族

1

（フリガナ） ○○　○○ 区

分

0 0 0 0

0

2

個人番号

5人目以降の控除対象扶養

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

1

（フリガナ） 区

分

個人番号

2

個人番号 0 0 0 0 0 0 0 0

親族の個人番号

氏名 ○○　○○ 氏名

（フリガナ） 区

分氏名 氏名

（フリガナ） 区

分

個人番号

5人目以降の16歳未満の扶

3

（フリガナ） 区

分 3

（フリガナ）

個人番号

氏名 氏名
養親族の個人番号

区

分

区

分

個人番号

4

（フリガナ） 区

分 4

（フリガナ）

個人番号

氏名 氏名

個人番号

受給者生年月日

就職 退職 年 月

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

本人が障害者

日 明 大 昭 平 年
特

別

そ

の

他

一

般

特

別

寡婦

寡

夫

勤

労

学

生

中途就・退職

○○ ○ ○○

（

市

町

村

提

出

用

）

月 日

支

払

者

個人番号又は

法人番号

○ ○ ○

住所（居所）

又は所在地
　　○○市○○町○丁目○番○号

　（右詰で記載してく ださい。）

氏名又は名称 　　○○　○○
（電話） ○○○－○○○ー○○○
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領収書・領収書貼付用紙（様式第１３号） 

 ・すべての領収書について整理保管してください。 

 ・収支報告書提出時には、領収書の写しを領収書貼付様式に貼り付け、会計帳簿に記

載の領収書番号を記載し提出してください。 

 ・按分や一部充当の場合には、用紙の余白に按分率、充当額を記載してください。 

 ・領収書には、日付、宛名、金額、品名等の表示、受取人名等の記載漏れが無いよう

に注意してください。 

 

様式第１３号（第5条関係） 

領収書貼
ちよう

付用紙 

                               会派・議員名 

整理 

番号 
貼付欄 （一部充当・按分の場合は、余白に按分率、政務活動費支出額等を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ １ページに複数枚のはり付け可。（ただし、重ならないようにはり付けること。） 
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様式第 13号（第５条関係） 

領収書貼
ちよう

付用紙 

会派・議員名 大阪 太郎 

整理 

番号 

 

貼付欄 （一部充当・按分の場合は、余白に按分率、政務活動費支出額等を記載） 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※領収書は、金額の受取人発行のものに限ります。 

 領収書の宛名、金額、但し書き、日付、受取人欄は、金額の受取人以外の方は、 

 記載しないでください。 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※後援会と按分               

 按分率５０％＝２４，１５０円 

 

   

 

 

 ※ 1ページに複数枚のはり付け可。（ただし、重ならないようにはり付けること。） 

領 収 書 
    年  月  日 

大阪 太郎 様 

￥１００，５００円      株式会社 ○○ツーリスト 

ただし、○○○県視察交通・宿泊費等代金として  大阪支店 

 

 

            

 

出納責任者 領収者 

㊞ ㊞ 

㊞ 

収 入 
印 紙 

個人情報は、事務
局でマスキングし
ますので、そのま
ま提出して下さ
い。 

領 収 書 
   ○○年１０月１１日 

 

大阪 太郎 様 

￥４８，３００円     株式会社 ○○印刷 

ただし、○○○だより印刷代                 
㊞ 

収 入 
印 紙 

按分が必要な場合は、余白に按分

率や按分後の額（充当額）を記載

して下さい。 

整理番号欄に会計帳簿と同じ番号を 

記載して下さい。 

原本ではなく、写しを提出
して下さい。 

宛名が議員名（会派の場合は会
派名）になっているか。確認し
てください 

提出者名は、ゴム印、印刷でも可 

領収書発行の際に、必ず内容を記載して 

貰って下さい。 

日付が漏れていないか 
確認して下さい。 

〈記載例〉 

㊞ 

金額や但し書き等が手書きの領収書で、領収書の金額が１０万円以上の支出の場合は、 
金額の正当性や内容が明確に立証できるよう、支出内容や金額が記載されている請求書や 
納品書等についても、５年間保管して下さい。 
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様式第15号（第８条関係） 

    年    月    日 
訂 正 届 

大阪府議会議長 様 

会派・議員名          
自署又は記名押印 

 

大 阪 府 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 第 １ ０ 条 第  項 の 規 定 に よ り  
    年     月    日付けで提出した「      年度政務活動費収支報告書」について、下

記のとおり訂正します。 

記 
１ 訂正理由 

   
 
２ 訂正書類（いずれかの記号に○印を付けてください。） 

（１）収支報告書 （ ａ 訂正あり  ｂ 訂正なし ） 

  ＜訂正箇所＞ 
 ア １ 収入  イ ２ 支出  ウ ３ 収支差額  エ ４ 残余の額 

    オ その他の箇所（                       ） 

（２）会計帳簿等の写し （ ａ 訂正あり  ｂ 訂正なし ） 
ア 会計帳簿の写し 

イ 領収書〔領収書貼
ちよう

付用紙〕 

ウ 支払明細書 
エ 活動記録簿 

オ 事務所状況報告書 

カ 職員雇用状況報告書 
 

３ 残余額について（いずれかの記号に○印を付け、アの場合は金額を記載してください。） 

  ア 訂正の結果生じた新たな残余は、        円であり、返還する。 
  イ 残余なし 

 

※ 収支報告書は、該当箇所を訂正及び認印し、余白に訂正年月日及び訂正者氏名を記載してください。 

※ 会計帳簿等の写しについては、原因となる該当箇所を訂正及び認印し、余白に訂正年月日及び訂正者

氏名を記載してください。その他の関連部分（集計部分等）は訂正の上、認印は省略可とします。 
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様式第15号（第８条関係） 

   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 
訂 正 届 

大阪府議会議長 様 

会派・議員名  ○○ ○○   
自署又は記名押印 

 

大 阪 府 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 
 ○○ 年  ○  月 ○○ 日付けで提出した「   ○○ 年度政務活動費収支報告書」について、下記

のとおり訂正します。 

記 
１ 訂正理由 

  会計帳簿に記載した金額及び内容に誤りがあることが判明したため。 
 
２ 訂正書類（いずれかの記号に○印を付けてください。） 

（１）収支報告書 （ ａ 訂正あり  ｂ 訂正なし ） 

  ＜訂正箇所＞ 
 ア １ 収入  イ ２ 支出  ウ ３ 収支差額  エ ４ 残余の額 

    オ その他の箇所（                       ） 

（２）会計帳簿等の写し （ ａ 訂正あり  ｂ 訂正なし ） 
ア 会計帳簿の写し 

イ 領収書〔領収書貼
ちよう

付用紙〕 

ウ 支払明細書 
エ 活動記録簿 

オ 事務所状況報告書 

カ 職員雇用状況報告書 
 

３ 残余額について（いずれかの記号に○印を付け、アの場合は金額を記載してください。） 

  ア 訂正の結果生じた新たな残余は、 ４６，６５５円であり、返還する。 
  イ 残余なし 

 

※ 収支報告書は、該当箇所を訂正及び認印し、余白に訂正年月日及び訂正者氏名を記載してください。 

※ 会計帳簿等の写しについては、原因となる該当箇所を訂正及び認印し、余白に訂正年月日及び訂正者

氏名を記載してください。その他の関連部分（集計部分等）は訂正の上、認印は省略可とします。 

（注）この記載例は、一例です。 

訂正する収支報告が、会派消滅による場合は

第２項、議員離職による場合は第３項です。 

〈記載例〉 
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（様式第７号 別紙） 
 

  ○○年度政務活動費収支報告書 
 
                      氏名   ○ ○  ○ ○  
 
  1  収   入 
        政務活動費  ５，８８０，０００  円 （Ａ） 
  2  支   出                                      

 (単位:円) 
 
 

４６，６５５      ○年○月○日訂正 
３  収 支 差 額    －１３，５２５ 円       ○○ ○○ 
   （Ａ－Ｂ）                     

 ４６，６５５ 
４  残   余           ０ 円        

                  

（３の金額がマイナスの場合は０円、プラスの場合は同じ額を記載） 
 

項  目 支  出  額 主たる支出の内訳 
 
調査研究費  
 

 
    ２３１，５６０ 

管外調査旅費 
管内調査交通費 

 
研 修 費 
 

５０，０７０ 
    ５０，２５０ 

講演会への参加費 
研修会への参加旅費 等 

 
広聴広報費 
 

 
   ９８０，０５１ 

広報紙発行費、発送費 
ホームページ作成費 等 

要請陳情等 
活 動 費 

 
 １２４，３６０ 陳情活動旅費 

 
会 議 費 

 
 １６８，１６９ 

地元関係会議旅費 
会議室借上料 等 

 
資料作成費 
 

 
   １８５，６２０ 資料等印刷費 

 
資料購入費 
 

 
   ３９１，２５７ 書籍購入・新聞購読料 等 

 
事 務 所 費 
 

１，２０２，９８３ 
 １，２６２，９８３ 

事務所借上料  
光熱水費 
修繕費  

 
事 務 費 
 

 
８６５，２３５ 

事務機器借上料 
事務用品等 
通信費（電話、郵券等） 等 

 
人 件 費 
 

 
１，６３４，０４０ 事務員雇用経費 

 
合 計 
 

５，８３３，３４５ 
５，８９３，５２５ 

 

（注）この記載例は、一例です。 
 

㊞ 

※２回目以降の訂正は分かるよ

うにそれぞれ記号等を付けて下

さい。 

㊞ 

〈記載例〉 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 
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参考第１号様式 

 

政務調査業務委託契約書 

 

１ 委託業務の名称  

   

２ 委託調査の目的 

 

３ 委託調査事項 

   

４ 契約期間 

       年  月  日 から     年  月  日 まで 

 

５ 業務委託料 

   

金          円 

 

上記の委託業務について、委託者（甲）と受託者（乙）は、各々の対等な立場における合

意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行するものとする。 

 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

    年  月  日 

 

（甲）  住所  

           氏名  

           ㊞ 

 

（乙）  住所  

氏名                      ㊞ 

  

収 入 
印 紙 
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（目 的） 

第1条 本委託契約は、甲が         に関する業務を行うことにつき、乙に対してこれ

を委託することを目的とする。 

（業務の内容及び方法） 

第２条 調査業務等の内容及び方法は、別紙「政務調査業務等仕様書」による。なお、その他、必要

に応じて甲は乙に対して特別調査を指示する場合がある。 

（委託料の支払い） 

第３条 甲は、この契約により乙の行う業務に対し委託料を支払う。 

（契約内容の変更） 

第４条 契約の内容を改める必要が生じた場合は、双方協議の上決定する。 

（報告、検査及び業務の改善） 

第５条 甲は、乙の業務について随時検査を行い、又は報告を求め、必要があるときは乙と協議の

上、業務の変更を求めることができる。 

（遵守事項） 

第６条 乙は、業務履行中に知り得た秘密を他にもらしてはならない。 

２ 乙は、業務履行については善良な管理者の注意をもって行わなければならない。 

３ 乙は、業務履行について、必要に応じて甲と協議の上行わなければならない。 

（第三者の損害） 

第７条 乙は、業務上第三者に損害を及ぼしたときはその賠償の責を負う。 

（権利義務の譲渡等） 

第８条 乙は、本契約により生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はその業務を第

三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。ただし、甲が承認した場合はこの限りでない。 

（契約保証金） 

第９条 契約保証金は免除する。 

（契約の解除） 

第10条 甲及び乙はいつでも本契約を解除することができる。 

２ 甲が本契約を解除するときは１ヵ月分に相当する委託料を乙に支払うものとする。 

３ 乙が本契約を解除するときは甲に対し一切の委託料を請求することができない。 

（補 則） 

第11条 この契約書に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定めることとする。 
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政務調査業務仕様書 

 

 

 

１ 調 査 対 象 

 

 

 

 

２ 調 査 方 法 

 

 

 

３ 調 査 内 容 

 

 

 

４ 成  果  物 

  委託業務報告書  

  委託費清算報告書 
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参考第２号様式 

雇  用  契  約  書 

ふ り が な  生  年  月  日 

氏 名 
 

     年   月   日生 

現 住 所  

    ℡ 

下 記 の 条 件 で 契 約 し ま す 

雇 用 期 間   年   月   日から     年   月   日まで 

就 業 場 所  

仕 事 内 容  

就 業 時 間 

（休憩時間） 

午前・午後   時   分から  午前・午後   時   分まで 

（                            ） 

休 日  

給与（賃金）  

給 与 支 払  

給 与 振 込 先  

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。 

 

 契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。 

年   月   日 

             雇 用 者                  ㊞ 

             被雇用者                  ㊞ 
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参考第２号様式 

雇  用  契  約  書 

ふ り が な ○ ○  ○ ○   ○ ○   ○ ○ 生  年  月  日 

氏 名 ○   ○    ○   ○    ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日生 

現 住 所 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ 号 

               ℡ ○○○ー○○○ー○○○○ 

下 記 の 条 件 で 契 約 し ま す 

雇 用 期 間    ○ 年 ○ 月 ○ 日から    ○ 年 ○ 月 ○ 日まで 

就 業 場 所 
○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ 号 

○ ○ ○ ○ 議員事務所 

仕 事 内 容 
（例）政務活動に係る補助及び関係書類の作成 

   政務活動に係る補助及び後援会関係事務 

就 業 時 間 

（休憩時間） 

午前・午後 ○ 時 ○ 分から  午前・午後 ○ 時 ○ 分まで 

（内、休憩時間は ○ 時 ○ 分から ○ 時 ○ 分まで） 

休 日 土・日・祝日・年末年始・夏期休暇 

給与（賃金） 月給 ○○○，○○○円  （時給       円） 

給 与 支 払 毎月 ○○日締切り    ○○日支払 

給 与 振 込 先 
○ ○ 銀行 ○ ○ 支店 

普通預金  口座番号 ○○○○○○ 

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。 

 

 契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。 

 

   ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日   

             雇 用 者  大阪府議会議員 ○ ○   ○ ○   ㊞ 

             被雇用者               ○  ○   ○  ○    ㊞ 

 

＜記載例＞ 
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【電磁的記録による報告の場合】 

様式第６・７号及び様式第６・７号の別紙 

 

 

 

様式第６・７号

　　年　　月　　日

大阪府議会議長 様

　大阪府政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項・第３項）の

規定により、別紙のとおり　　　年度政務活動費収支報告書を提出します。

　支給を受けた政務活動費は、同条例に基づき適正に使用しており、提出した

収支報告書及び会計帳簿等は責任を持って作成し、その内容は事実と相違あり

ません。

　なお、収支の残余については、同条例第１１条の規定により返還します。

会派名

氏名（自署）

年度政務活動収支報告について
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別紙

会派名

1 収　　入

政務活動費                    円

2 支　　出

（単位：円）

3 残　　額                    円

合計

広 聴 広 報 費

研 修 費

要請陳情等活動費

会 議 費

年度政務活動費収支報告書

項 目 金　　　　額 備　　　　考

調 査 研 究 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費
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会計帳簿（様式第８号） 

 

 

様式第８号

会計帳簿（　　　年　　月） 会派名・議員名 （単位：円）

充当額項目
整理
番号

日付 支出額摘要細目

累計

合計
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支払明細書（様式第９号） 

 

様式第９号

(　/　)

上記金額を支払ったことを証明します。

年　　月　　日

自署又は記名押印

支払明細書

整理番号 金額（円）整理番号 金額（円）
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領収書貼付用紙（様式第１３号） 

 

様式第１３号

XX-XXX (　/　)

 

 

領収書貼付用紙

支払先

充当額

日付 支出額

細目 按分率

項目

摘要

備考
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様式第１３号

XX-XXX (　/　)

領収書（写し）

領収書貼付用紙
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IX その他 

 

１ 所得税法上の取扱い 

(1) 会派 
 

会派は、「人格なき社団」ですが、「人格なき社団」に対する所得課税について

は、原則非課税であり、収益事業を行う範囲において課税されるものであります。会

派は収益事業を行っていないので課税されません。 

(2) 議員 
 

議員個人に交付される政務活動費は、その全額が議員としての公的調査研究活動に

必要な費用を賄うために使用される仕組みとなっています。 

したがって政務活動費が雑所得の収入金額に該当するとしても、ここから調査研究

のために支出した費用を控除した収支差額については、剰余が生ずることはあり得ま

せん（使用残額については、返還する義務があるため）。その結果、課税所得は発生

しないこととなります。 

［全国議長会（自治省行政課と国税庁との協議結果）］ 

 

 ※一方で、税務署は税務調査権を有しており、税務調査があった場合には、適切に対応

するためにも、会計帳簿や支出に関する証拠書類を適正に整理保存しておく必要があ

ります。 

 

（注意事項） 

 職員を雇用する場合は、雇用主である議員に所得税の源泉徴収義務等が発生します。 

詳しくは管轄の税務署（所得税）及び職員の居住地の市町村（住民税）にお問い合わ

せ下さい。（21ページ参照） 
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X 関係法令 

 

地方自治法（抄）＜第１００条第１４項～第１６項＞ 

第百条 

１４ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動

に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交

付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並び

に当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。  

１５  前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活

動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）をもって議長に報告するものとする。   

１６ 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 
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大阪府政務活動費の交付に関する条例 

(趣旨) 

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項まで

の規定に基づき、大阪府議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費の一部として、大阪府議会の会派（所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」とい

う。）及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

(会派及び議員の責務) 

第一条の二 会派及び議員は、政務活動費が議員の責務及び役割の遂行に必要な調査研究その他の

活動に資するために交付されるものであることを踏まえ、当該交付の目的に沿って適正に政務活

動費を使用するとともに、その使途を明確にすることにより府民に対する説明責任を果たさなけ

ればならない。 

２ 会派は、政務活動費の適正な使用を確保するため、その使用について当該会派に所属する議員

に対する指導監督に努めなければならない。 

(議長の責務) 

第一条の三 大阪府議会議長（以下「議長」という。）は、政務活動費制度の適正な運用を期する

とともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 

(政務活動費を充てることができる経費の範囲) 

第二条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相

談、各種会議への参加等府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映させる活動その他の住

民福祉の増進を図るために必要な活動（次項において「政務活動」という。）に要する経費に対し

て交付する。 

２ 政務活動費は、会派にあっては別表第一に、議員にあっては別表第二に定める政務活動に要す

る経費に充てることができるものとする。 

(政務活動費の交付) 

第三条 議員の職務が、住民意思を代表し、政策を形成することであり、議会の役割が、知事その

他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であることに鑑み、会派及び議員の職

にある者には、政務活動費を交付する。 

(会派に対する政務活動費) 

第四条 会派に対する政務活動費の月額は、五十九万円から当該会派が定めるその所属議員に対す

る政務活動費の月額を減じた額に当該所属議員の数を乗じて得た額とする。 

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。 

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの

脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政

務活動費の額については、第一項の規定により計算した額から、当該事由が生じた議員に係る当

該事由が生じた日の翌日以降のその月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額を減じた

額とする。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。 

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。 

(議員に対する政務活動費) 

第五条 議員（会派に所属しない議員を除く。）に対する政務活動費の月額は五十九万円を限度と

して会派が一律に定める額とし、会派に所属しない議員に対する政務活動費の月額は四十九万円

とする。 

2 任期開始の日が月の途中である議員には、その月の政務活動費は交付しない。 
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3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった

場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の額については、その月の現日数

を基礎として日割りをもって計算した額とする。 

4 政務活動費の交付を辞退しようとする議員は、あらかじめ、書面によりその旨を議長に届け出

なければならない。 

(会派の届出) 

第六条 議員が会派を結成したときは、代表者及び政務活動費経理責任者並びにその所属議員に対

する政務活動費の月額を定め、その代表者は、会派結成届を議長に提出しなければならない。 

2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は、会派異動届を議長に提出しなければ

ならない。 

３ 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届を議長に提出しなければならない。 

 

(会派等の通知) 

第七条 議長は、毎年度四月五日までに、前条の規定により会派結成届のあった会派及びその所属

議員に対する政務活動費の月額並びに政務活動費の交付を受ける議員を知事に通知しなければな

らない。 

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、

又は議員の異動が生じたとき若しくは第五条第四項の規定により議員から政務活動費の交付を辞

退する旨の届出があったときは、その旨を速やかに知事に通知しなければならない。 

(政務活動費の交付決定) 

第八条 知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務活動費の交付の決定を

行い、その旨を会派の代表者及び議員に通知しなければならない。 

(政務活動費の交付方法) 

第九条 知事は、毎月、会派及び議員に対して政務活動費を交付しなければならない。 

(収支報告書及び会計帳簿等) 

第十条 会派の代表者及び議員は、政務活動費について、使途の透明性を図り、住民に説明する責

任を果たすため、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支

報告書」という。)を、会計帳簿その他議長が規程で定める書類及び領収書（以下「会計帳簿等」

という。）の写しとともに、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の四月三十日までに議長に

提出しなければならない。 

一 会派にあっては会派名及び代表者氏名、議員にあっては氏名 

二 交付を受けた政務活動費の総額 

三 政務活動費に係る支出の総額並びに次に掲げる支出項目別の金額及び当該項目ごとの主たる

支出の内訳 

イ 調査研究費 

ロ 研修費 

ハ 広聴広報費 

ニ 要請陳情等活動費 

ホ 会議費 

ヘ 資料作成費 

ト 資料購入費 

チ 事務所費(議員のみ) 

リ 事務費 

ヌ 人件費 
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四 交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に係る支出の総額を控除して残余がある場合

は、当該残余の額 

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日

の属する月までの収支報告書及び会計帳簿等の写しを、消滅した日の翌日から起算して三十日以

内に議長に提出しなければならない。 

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合に

は、第一項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書及び会計帳簿

等の写しを、議員でなくなった日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならな

い。 

(政務活動費の返還) 

第十一条 会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は

議員がその年度において行った政務活動費による支出（第二条に規定する政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、議長が

規程で定めるところにより当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。 

２ 会派又は議員は、第四条第三項又は第五条第三項の規定により計算した額を超える政務活動費

の交付を受けたときは、議長が規程で定めるところにより、その超える部分の金額に相当する額

の政務活動費を速やかに返還しなければならない。 

(収支報告書及び会計帳簿等の写しの保存及び閲覧等) 

第十二条 議長は、第十条の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等の写しを、当該収支

報告書及び会計帳簿等の写しを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで

保存しなければならない。 

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧を請求することができる。 

３ 議長は、前項の規定による請求があったときは、大阪府議会情報公開条例（平成十二年大阪府

条例第百五十三号）の規定に基づき、閲覧に供するものとする。 

４ 前二項に定めるもののほか、議長は、第一項の収支報告書及び会計帳簿等の写しをインターネ

ットの利用により公表するものとする。 

(議長の調査) 

第十三条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、収支報告書及び会計帳簿等の写しにつ

いて、必要な調査を行うものとする。 

2 議長は、前項の調査を行うときは、学識経験を有する者（議長があらかじめ二年を単位として

指名した三人以内の者。以下「学識経験者」という。）又は当該学識経験者及び議長が選任する

議員をもって構成する合議体の意見を聴くものとする。 

(議長の勧告及び命令) 

第十三条の二 議長は、前条の調査の結果、必要があると認めるときは、会派又は議員に対し、収

支報告書の内容を是正すべきことを勧告することができる。 

２ 前項の規定による勧告を受けた会派又は議員が、正当な理由なく当該勧告に応じない場合に

は、議長は、当該会派又は議員に対し、相当の期間を定めて収支報告書の内容を是正すべきこと

を命じることができる。 

３ 議長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、前条第二項に規定する合

議体の意見を聴くとともに、当該命令を行おうとする会派又は議員に対し、十分な弁明の機会を

与えなければならない。 

４ 議長は第二項の規定による命令を行ったときは、当該命令の内容を公表するものとする。 

 (議長等が欠けている場合の特例) 
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第十四条 議員の任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている場

合のこの条例(第一条の三、第十三条及び第十三条の二を除く。)の適用については、条例中「議

長」とあるのは「大阪府議会事務局長」とする。 

(委任) 

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が規程で定める。 

附 則 

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則(平成十四年条例第八十五号)  

この条例は、公布の日から施行する。（平成十四年六月四日公布） 

附 則(平成十九年条例第七十一号) 

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。 

附 則(平成二十年条例第八十号) 

この条例は、公布の日から施行する。（※平成二十年十月二十四日公布） 

附 則(平成二十一年条例第六十一号) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

（経過措置）  

２ この条例の施行の際、現に改正前の第五条第一項の規定に基づき提出されている会派結成届

（以下「旧会派結成届」という。）は、改正後の第五条第一項の規定に基づき提出された会派結

成届とみなす。この場合において、旧会派結成届を提出した会派の代表者は、改正後の第四条第

一項に規定する議員（会派に所属しない議員を除く。）に対する政務調査費の月額を定め、この

条例の施行の日から三日以内に議長に書面により届け出なければならない。 

附 則 (平成二十五年条例第五号) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪府政務活動費の交付に関する条例（以下「新条例」という。）の規

定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用し、この条例の施行日前に

この条例による改正前の大阪府政務調査費の交付に関する条例（以下「旧条例」という。）の規

定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第五条第一項の規定による会派の届け出は、

この条例施行の日において新条例第六条第一項の規定により提出された会派の届出とみなす。 

(附 則)（平成二十七年条例第一号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年七月三十日から

施行する。（平成二十七年三月十六日公布）  ※第二条の規定……第十二条第四項の新設 

（適用区分） 

２ 改正後の大阪府政務活動費の交付に関する条例第十二条第四項の規定は、平成二十六年度以降

の政務活動費に係る収支報告書及び会計帳簿等の写しについて適用する。 

附 則（令和四年条例第四十九号） 

この条例は、令和四年四月一日から施行する。 
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別表第一 会派に交付する政務活動に要する経費(第二条関係) 

経 費 内  容 

調査研究費 会派が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査

委託に要する経費 

研 修 費 １ 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 

２ 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派

の雇用する職員の参加に要する経費 

広聴広報費 会派が行う府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 

要請陳情等 

活 動 費 

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 

会 議 費 １ 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経

費 

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

事 務 費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

人 件 費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

 

別表第二 議員に交付する政務活動に要する経費(第二条関係) 

経 費 内  容 

調査研究費 議員が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査

委託に要する経費 

研 修 費 １ 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 

２ 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇

用する職員の参加に要する経費 

広聴広報費 議員が行う府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 

要請陳情等 

活 動 費 

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 

会 議 費 １ 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 

資料作成費 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

資料購入費 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

事 務 所 費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

事 務 費 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

人 件 費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 
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大阪府政務活動費の交付に関する規程 
 

(趣旨)  

第一条 この規程は、大阪府政務活動費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第六十一号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。    

(議員の届出) 

第二条 条例第五条第四項の書面は、様式第一号によるものとする。 

(会派結成届等) 

第三条 条例第六条第一項の会派結成届は、様式第二号によるものとする。 

2 条例第六条第二項の会派異動届は、様式第三号によるものとする。 

3 条例第六条第三項の会派解散届は、様式第四号によるものとする。 

(会派及び議員の通知) 

第四条 条例第七条の通知は、様式第五号によるものとする。 

(収支報告書及び会計帳簿等)  

第五条 条例第十条第一項に規定する収支報告書は、会派にあっては様式第六号、議員にあっては

様式第七号によるものとし、同項の会計帳簿は、様式第八号によるものとする。 

2 条例第十条第一項の議長が規程で定める書類は、支払明細書(様式第九号)、活動記録簿(様式第

十号)、事務所状況報告書(様式第十一号)、職員雇用状況報告書(様式第十二号)及び領収書貼付用

紙(様式第十三号)とし、職員雇用状況報告書には、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六

号）第三百十七条の六の規定に基づき当該職員の住所所在の市町村長に提出した給与支払報告書

の写しを添付するものとする。 

3 議長は、条例第十条の規定により提出された収支報告書の写しを様式第十四号により知事に送付

するものとする。 

(証拠書類等の整理保管) 

第六条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、条例第十条第一項に規定する会計帳簿等その他

の収支報告書の内容を証する書類を整理保管し、これらの書類を同条の収支報告書及び会計帳簿

等の写しの提出期限の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。 

(期限の特例) 

第七条 条例第十条に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限が、大阪府の休日に関

する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日に当たるときは、その日

の翌日をもってその期限とみなす。 

(収支報告書及び会計帳簿等の写しの訂正) 

第八条 条例第十条第一項に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの文字の訂正、追加又は削

除をしようとする場合には、会派の代表者及び議員は、議長に訂正届(様式第十五号)を提出し、

並びに訂正の箇所に認印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場

合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。 

(政務活動費の返還) 

第九条 条例第十一条の政務活動費の返還は、知事が発行する納入通知書によるものとし、納入通

知書が発行された日から二十日以内に納付しなければならない。 
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2 前項の納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、そ

の未納付額につき年五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。 

 (収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧等)  

第十条 条例第十二条第二項の収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧は、条例第十条に規定する

収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌

日（次条において「閲覧開始日」という。）からさせることができるものとする。 

2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。 

3 収支報告書及び会計帳簿等の写しは、前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。 

4 収支報告書及び会計帳簿等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはなら

ない。 

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。 

6 前各項に定めるもののほか、第一項の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。 

第十一条 条例第十二条第四項の規定による公表は、閲覧開始日の翌日から起算して三十日以内に

大阪府議会のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。 

２ 前項の公表の期間は、条例第十二条第一項に規定する保存期間の満了する日までの間とする。 

(議長の調査) 

第十ニ条 議長は、条例第十三条第一項の規定により、収支報告書及び会計帳簿等の写しの確認を

行うとともに、必要に応じ、条例第二条の経費の範囲に従い使用されているかを検査する。 

２ 前項の会計帳簿等の写しの確認については、四半期ごとに行うものとする。 

３ 条例第十三条第二項の合議体は、前二項の議長の調査に資するため、議長の求めに応じ、必要

な検査を行うとともに、その結果を議長に報告するものとする。 

４ 条例第十三条第二項の合議体の委員は、検査で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退

いた後も、同様とする。 

附 則 

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。 

附  則(平成十九年議会規程第三号 ) 

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。 

附  則(平成二十年議会規程第一号 ) 

この規程は、平成二十年二月二十九日から施行する。 

附  則(平成二十一年議会規程第一号) 

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附  則(平成二十五年議会規程第一号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附  則(平成二十七年議会規程第一号)  

この規程は、平成二十七年七月三十日から施行する。 

附  則(平成二十八年議会規程第一号) 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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（適用区分） 

２ 改正後の大阪府政務活動費の交付に関する規程第五条第二項の規定は、この条例の施行の日以

後に交付を受けた政務活動費について適用し、同日前に交付を受けた政務活動費については、 

なお従前の例による。 

附  則(平成二十九年議会規程第二号) 

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附  則(令和二年議会規程第三号 ) 

この規程は、令和二年十二月十一日から施行する。 

附  則(令和五年議会規程第五号 ) 

この規程は、令和五年四月三十日から施行する。 

 

〔様式〕 略   
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大阪府政務活動費検査等協議会設置要綱 
（設置） 

第一条 大阪府政務活動費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第六十一号)第十三条に定め

る議長の調査を補佐するため、大阪府政務活動費検査等協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

（目的） 

第二条  協議会は、政務活動費の適正な運用を期するため、次に掲げる事項を行う。 

一 議長の調査に資するため、議長の求めに応じ、必要な検査を行い、その結果を議長に報告す

るとともに、各会派及び議員への周知を図る。 

二 使途基準に合致しているかにつき、各会派及び議員からの随時の相談に応じるとともに、適

切な指導を行う。 

三 原則として調査実施の前後に会議を開催するものとする。 

四 前各号に定めるもののほか、議長の求めに応じ、政務活動費にかかる条例その他の関連規定

の内容にかかる検討を行い、その結果を議長に報告する。 

（組織） 

第三条  協議会は、議長が委嘱した学識経験者委員及び各会派から推薦された議員委員で構成する。 

２ 協議会に座長及び座長代理を置く。 

３ 座長及び座長代理は、委員の互選による。 

（会議） 

第四条  協議会の会議は、座長が招集し、議事を整理する。 

２ 議員委員に事故があるときは、座長の承認を得て、その所属する会派からの委員代理者が会議

に出席することができる。 

（検査等の実施） 

第五条  議長の調査に資するため、次のとおり検査・確認作業を実施する。 

一 全会派及び議員の収支報告書及び会計帳簿等の写しの確認は、事務局職員が実施する。この

場合において、当該確認のうち会計帳簿等の写しの確認は、四半期ごとに実施するものとす

る。 

二 協議会は、年二回以上、原則として十二月（四月～九月分）と六月（十月～三月分）に、各

会派、議員のうち抽出により検査を行い、必要に応じて学識経験者委員が対面調査を実施す

る。 

（学識経験者の役割） 

第六条 学識経験者委員は、その専門的な知見をもって次の事項を行うものとする。 

一 協議会において、独立した立場から専門的な助言を行い、意見を述べる。 

二 事務局が実施する確認作業について、事務局を指導・監督する。 

（その他） 

第七条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成十九年十月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十一年十月十五日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十四年十一月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、令和二年十二月十一日から施行する。 
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大阪府政務活動費の交付に係る収支報告書等の閲覧に関する要綱 
 
（趣旨） 

第一条 大阪府政務活動費の交付に関する条例（平成十三年大阪府条例第六十一号）第十二条第二

項の収支報告書及び会計帳簿等の写し（以下「報告書等」という。）の閲覧については、大阪府

政務活動費の交付に関する規程（平成十三年大阪府議会規程第一号。以下「規程」という。）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（閲覧場所） 

第二条 規程第十一条第二項の議会事務局長が指定する場所（以下「閲覧場所」という。）は、大

阪府議会情報コーナーとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会事務局長が特に必要があると認めるときは、閲覧場所を臨時に

変更することがある。 

（閲覧時間） 

第三条 閲覧時間は、午前九時から午後六時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会事務局長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を臨時に

変更することがある。 

（閲覧業務を行わない日等） 

第四条 閲覧業務を行わない日は、大阪府の休日に関する条例（平成元年大阪府条例第二号）第二

条第一項に規定する府の休日とする。 

２ 前項に定める日のほか、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休

止することができる。 

（閲覧方法） 

第五条 閲覧者は、係員の指示に従い、報告書等を書架から取り出して閲覧することができる。こ

の場合において、閲覧者は、閲覧終了後、報告書等を必ず元の場所に戻さなければならない。 

（閲覧者の遵守事項） 

第六条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 閲覧場所には、カメラ、複写機器及び危険物などを持ち込まないこと。 

二 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。 

三 その他係員の指示に従うこと。 

（閲覧の中止又は禁止） 

第七条 議長は、この要綱の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止

することがある。 

 

附 則 

 この要綱は、平成十三年七月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成十九年十月一日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十一年十月十五日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。 
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大阪府議会情報公開条例（抄）＜第８条第５項・第９条第１項＞ 

 

（公開しないことができる公文書） 

第八条 議長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開しないことが

できる。 

５ 会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派又は議員の活動に著し

い支障を及ぼすおそれのあるもの 

 

（公開してはならない公文書） 

第九条 議長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開してはならな

い。 

１ 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、

財産、所得等に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定

の個人が識別され得るもの（以下「個人識別情報」という。）のうち、一般に他人に知られたく

ないと望むことが正当であると認められるもの 

 
  



Ⅹ 関係法令 

- 106 - 

公職選挙法（抄）＜第１９９条の２＞ 

 

（公職の候補者等の寄附の禁止）  

第百九十九条の二  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。以下

この条において「公職の候補者等」という。）は、当該選挙区（選挙区がないときは選挙の行わ

れる区域。以下この条において同じ。）内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わ

ず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候

補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及する

ために行う講習会その他の政治教育のための集会（参加者に対して饗応接待（通常用いられる程

度の食事の提供を除く。）が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百

九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを

除く。以下この条において同じ。）に関し必要やむを得ない実費の補償（食事についての実費の

補償を除く。以下この条において同じ。）としてする場合は、この限りでない。  

２  公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公

職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもってするを問わず、これをしてはならない。ただ

し、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又

は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費

の補償としてする場合は、この限りでない。  

３  何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求し

てはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族

に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策

を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償

としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。  

４  何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附について

は、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、

当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が

専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必

要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。 
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- 107 - 

情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例

（抄）＜第３条第１項・同第２項＞ 

 

（電信情報処理組織による申請等）  

第三条  申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他

のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、議長が定めると

ころにより、議長が定める電子情報処理組織（議会等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関す

る他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申

請等に関する条例等の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅹ 関係法令 

- 108 - 

情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例施行

規程（抄）＜第４条第１項＞ 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第四条 条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して申

請等を行う者は、議長の定めるところにより、議長の指定する電子計算機に備えられたファイル

に記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならな

い。 

 

（適用除外） 

第十四条 条例第七条第一号に規定する情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でない

ものとして議長が定める手続等は、別表に掲げる手続等とする。 

 

 

別表（第十四条関係） 

五 大阪府政務活動費の交付に関する条例（平成十三年大阪府条例第六十一号）第五条第四項

の規定による政務活動費の交付の辞退の届け出、第八条の規定による政務活動費の交付

決定の通知又は第十二条第一項の規定による収支報告書及び会計帳簿等の写しの保存並

びに同条第三項の規定による閲覧 

六 大阪府政務活動費の交付に関する規程（平成十三年大阪府議会規程第一号）第六条の規定

による証拠書類等の整理保管及び保存又は第八条の規定による訂正届の提出並びに訂正

の箇所への認印並びに氏名及び訂正年月日の記載 



 

 

  平成１９年１０月制定 

 （平成２０年１０月一部改正） 

 （平成２１年１０月一部改正） 

 （平成２３年 ５月一部改正） 

 （平成２５年 ４月一部改正） 

 （平成２７年 ５月一部改正） 

 （平成２８年  ４月一部改正） 

 （平成２９年  ４月一部改正） 

（２０１９年  ５月一部改正） 

（２０２０年１２月一部改正） 

（令和 ３年  ７月一部改正） 

（令和 ４年  ４月一部改正） 

（令和 ４年  ８月一部改正） 

（令和 ５年  ４月一部改正） 

（令和 ６年  ４月一部改正） 

 

大阪府議会事務局 総務課 総務・調整グループ 

電話 代表 06-6941-0351(内 3352・3375) 

直通 06-6944-6416・6980 

FAX        06-6941-5711 


